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室
町
幕
府
｜
守
護
体
制
下
の
分
国
支
配
構
造

ー
細
川
京
兆
家
分
国
丹
波
国
を
事
例
に
｜

は
じ
め
に

本
稿
の
課
題
は
、
細
川
京
兆
家
の
分
国
で
あ
っ
た
丹
波
国
を
対
象
に
、
室
町
幕

府
｜
守
護
体
制
下
に
お
け
る
守
護
の
分
国
支
配
の
あ
り
方
と
、
そ
の
後
の
変
質
の

意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

現
在
の
中
世
後
期
政
治
機
力
研
究
は
、
畿
内
地
域
を
中
心
と
す
る
室
町
幕
府

守
護
体
制
論
、
守
護
権
力
論
と
、
そ
れ
以
外
の
地
域
を
対
象
と
す
る
戦
国
期
大
名

権
力
論
に
分
か
れ
て
い
る
状
況
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
対

す
る
批
判
や
、
対
案
と
な
り
う
る
議
論
は
提
示
さ
れ
て
い
お
が
、
両
者
が
具
体
的

に
切
り
結
ん
だ
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
状
況
を
打
破
す

る
方
法
の
ひ
と
つ
は
、
対
象
と
す
る
権
力
や
地
域
の
あ
り
方
や
そ
の
変
質
の
実
態

を
丁
箪
に
跡
づ
け
、
他
と
比
較
対
照
す
る
た
め
の
素
材
を
準
備
す
る
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
が
細
川
氏
分
国
丹
波
国
を
対
象
と
す
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
細
川
氏
の
織
力
構
造
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
庶
流
｛
寸

護
家
で
は
和
泉
国
や
備
中
国
を
対
象
と
し
た
が
、
特
に
細
川
氏
を
特
質
付
け
る
京

古

野

貢

兆
家
に
つ
い
て
は
、
摂
津
国
を
対
象
と
し
て
検
討
を
加
え
た
。
細
川
氏
は
南
北
朝

期
以
降
、
郡
ご
と
に
分
割
さ
れ
て
い
た
守
護
権
限
を

一
五
世
紀
中
葉
ま
で
に
少
し

ず
つ
獲
得
す
る
こ
と
で
、
西
国
か
ら
京
都

（幕
府
）
に
向
か
う
経
済

・
流
通
拠
点
や

ル
ー
ト
が
所
在
す
る
摂
津
国
を
把
握
し
た
。
こ
の
こ
と
が
細
川
氏
の
権
力
的
な
源

泉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
細
川
氏
は

一
五
世
紀
末
期
か
ら

一
六
世
紀
前
半

に
か
け
て
の
内
部
分
裂
に
よ

っ
て
没
落
し
、
あ
わ
せ
て
室
町
幕
府
体
制
の
解
体
に

道
筋
を
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
細
川
氏
の
没
落
と
幕
府
体
制
解
体
の
過
程
は
、

内
部
分
裂
に
か
か
わ

っ
た
内
衆
の
没
落
と
、
摂
津
国
人
の
権
力
へ
の
直
接
編
成
に

整
理
で
き
る
。

し
か
し
、
細
川
氏
分
国

（特
に
惣
領
家
で
あ
る
京
兆
家
分
国
）
は
摂
津
国
以
外
に
も

多
数
存
在
し
、
摂
津
国
の
事
例
の
み
で
細
川
氏
の
分
国
支
配
の
固
有
性
と
変
質
過

程
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ

一
五
世
紀
後
半
か
ら

一
六
世
紀
に
か
け

て
、
細
川
氏
を
含
み
込
む
畿
内
政
治
状
況
は
、
丹
波
国
に
関
係
を
持
つ
諸
勢
力
の

動
向
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
以
前
の
検
討
で
は
こ
の
丹
波
固
に
つ
い
て

触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
丹
波
国
を
対
象
と
し
、
細
川
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氏
が
守
護
で
あ
っ
た
時
期
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
幕
府
守
護
体
制
、
守
護
権
と

の
関
わ
り
に
注
意
し
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

こ
れ
ま
で
中
世
後
期
以
降
の
丹
波
国
を
対
象
と
し
た
研
究
と
し
て
は
、
内
藤
氏

や
上
原
氏
と
い
っ
た
細
川
氏
内
衆
を
扱
っ
た
横
尾
国
和
氏
の
一
連
の
仕
事
や
、
丹

波
圏
内
で
活
動
し
た
諸
勢
力
に
つ
い
て
検
討
し
た
細
見
末
雄
氏
の
研
究
が
あ
り
、

ま
た
、
丹
波
固
に
存
在
し
た
城
郭
研
究
や
守
護
所
研
究
も
進
展
し
て
い
る
。
さ
ら

に
近
年
刊
行
さ
れ
た
自
治
体
史
は
、
通
史
的
視
野
を
も
っ
て
丹
波
園
内
の
地
域
像

を
描
き
出
し
て
い
る
。
ど
れ
も
重
要
な
研
究
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
対
象
と
す
る
内
衆
や
国
人
、
城
郭
や
守
護
所
と
い
っ
た
固
有
の
課
題
に
焦
点

を
あ
て
て
お
り
、
丹
波
国
を
対
象
と
し
て
室
町
幕
府
守
護
体
制
下
に
お
け
る
守

丹波国概略図

護
の
分
国
支
配
の
あ
り
方
と
、
そ
の
後
の
変
質
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
い

-58-

う
課
題
に
応
え
き
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

よ
っ
て
本
稿
は
、
先
の
諜
題
に
応
え
る
た
め
、
丹
波
国
の
守
護
支
配
の
あ
り
方

と
そ
の
変
質
に
つ
い
て
、
守
護
権
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
点
か
ら
検
討
を
加
え
る
。

細
川
氏
が
丹
波
守
護
と
な
る
の
は
明
徳
二
年

（
一
三
九
こ

で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後

の
細
川
氏
に
よ
る
丹
波
支
配
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

南
北
朝
期
以
降
の
守
護
、
守
護
代
な
ど
の
動
静
か
ら
説
き
起
こ
し
、
細
川
氏
が
丹

波
守
護
と
し
て
の
機
能
を
失
う
と
考
え
ら
れ
る
天
文
年
間
ま
で
を
対
象
に
検
討
を

加
え
る
。

丹
波
国
の
分
国
支
配
構
造

本
章
で
は
、
室
町
幕
府
l
守
護
体
制
の
も
と
で
の
丹
波
国
の
分
国
支
配
構
造
に



つ
い
て
、
南
北
朝
期
な
ら
び
に
、
細
川
氏
が
丹
波
守
護
と
な
っ
て
以
降
の
変
避
と

そ
の
構
造
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

（1
）
南
北
朝
期
の
様
相

南
北
朝
期
の
丹
波
守
護
と
守
護
代
の
事
跡
に
か
か
わ
る
事
例
を
表
1
に
ま
と
め

た
。
室
町
幕
府
｜
守
護
体
制
に
お
け
る
分
国
支
配
構
造
の
変
遷
や
構
造
を
検
出
す

る
指
標
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
守
護
・
守
護
代
と
し
て
、

守
護
権
に
も
と
づ
く
権
限
行
使
と
見
な
さ
れ
る
も
の

（段
銭
賦
線
機
や
軍
勢
催
促
権
な

ど
）
の
行
使
状
況
か
ら
判
断
し
た
。

ま
ず
建
武
三
年

（
一
三
三
六
）
二
月
に
仁
木
頼
章
が
守
護
と
し
て
確
認
で
き
る
。

新
田
義
貞
討
伐
の
た
め
の
和
智
片
山
人
々
御
中
宛
軍
勢
催
促
の
奉
書
が
、
仁
木
頼

章
が
丹
波
守
護
で
あ
る
こ
と
を
一
示
す
初
見
で
あ
る
（
表
ー
ー
ー
。
以
下
表
1
の
番
号
の

み
）
。
仁
木
頼
章
は
、
建
武
四
年

（
一
三
三
七
）
正
月
の
片
山
彦
五
郎
宛
感
状

（4
）

ゃ
、
同
年
三
月
の
久
下
重
基
宛
感
状

（5
）
な
ど
か
ら
、
船
井
郡

（片
山
氏
）

室町幕府一守護体制下の分国支配構造〔古野〕

上
郡

（久
下
氏
）
な
ど
に
根
拠
を
持
つ
国
人
を
支
配
下
に
置
く
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
と
い
え
る
。
ま
た
同
年

一
O
月
に
は
、
久
下
重
基
が
天
田
郡
和
久
城
合
戦
で
挙

げ
た
箪
忠
に
対
し
、
荻
野
彦
六
郎
が
検
知
役
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る

（叩
）。

久
下
氏
と
並
び
、
荻
野
氏
も
氷
上
郡
で
有
力
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と

が
判
明
す
る
。
そ
の
後
建
武
五
年
（

二
二
三
人
）
や
暦
応
四
年

（
一
三
四

一
）
の
波
々

伯
部
保
の
違
乱
停
止
を
命
じ
た
仁
木
頼
掌
宛
足
利
直
義
御
教
書
案

（ロ
・
日
）
や、

同
年
の
氷
上
郡
葛
野
荘
年
貢
抑
留
停
止
を
求
め
る
仁
木
頼
掌
宛
幕
府
足
利
直
義
御

教
書
案

（
げ
）
な
ど
の
存
在
か
ら
、
仁
木
頼
章
が
守
護
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
同
時
期
、
丹
波
に
は
、
丹
後
守
護
上
杉
朝
定
の
関
与
も
確
認
で
き
る
。

た
と
え
ば
建
武
三
年

（
一
三
三
六
）
の
何
鹿
郡
八
回
郷
上
村
の
上
杉
朝
定
寄
進
状

（2
）

や
康
永
元
年

（
一三
四
二）

の
天
国
郡
夜
久
野
郷
今
西
村
の
打
波
状

（
ω）
で
あ
る
。

南
北
朝
期
初
め
の
同
時
期
に
、
仁
木
頼
寧
と
上
杉
朝
定
が
閉
じ
丹
波
国
に
お
い
て

守
護
権
限
を
行
使
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
郡
ご
と
の
守
護
権
限
分
割
を
想

定
す
る
必
要
が
あ
む
。
こ
の
時
期
の
丹
波
守
護
に
つ
い
て
整
理
し
た
今
谷
明
氏
は
、

丹
後
守
護
上
杉
朝
定
は
丹
後
固
に
南
接
す
る
丹
波
国
何
鹿
・

天
国
二
郡
に
お
い
て
、

仁
木
頼
章
は
桑
田
・
多
紀

・
船
井

・
氷
上
の
四
郡
に
お
い
て
守
護
権
限
を
行
使
し

て
い
た
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
郡
ご
と
の
分
割
支
配
は
、
仁
木
頼
章
に
代
わ

っ
て

丹
波
守
護
と
な
る
山
名
時
氏
が
貞
和
二
年
（
一

三
四
四
）
に
天
田
郡
雀
部
荘
の
遊
行

を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

（M
）
、
こ
の
段
階
で

一
国
単
位
で
の
守
護
権
限
行
使
に

転
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

氷

仁
木
頼
章
が
丹
波
守
護
で
あ
っ
た
の
は
康
永
二
年
（
一

三
四
三
）
一一

月
ま
で
と

考
え
ら
れ
る
。
ぞ
れ
は

「祇
固
執
行
日
記
』
同
月
二
四
日
条
に

「宮
仕

（中
略
）
下

丹
波
、
荻
野
源
太
成
御
敵
之
問
、
当
国
動
乱
之
間
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
同
年

一
二

月
二
日
条
に

「丹
波
守
護
職
事
、
荻
野
彦
六
企
隠
謀
之
閥
、

仁
木
殿
上
表
、
仰
山

名
豆
州

（時
氏
）
被
補
」
と
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
仁
木
頼
寧
の
守
護
代
で
あ
っ
た

荻
野
彦
六
（
朝
忠
）
が
謀
叛
し
た
こ
と
で
頼
章
が
更
迭
さ
れ
、
代
わ
り
に
山
名
時
氏

が
補
任
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
れ
ま
で
仁
木
氏
の
守
護
代
と
し
て
活
動
し

て
い
た
荻
野
朝
忠
の
謀
叛
が
、

い
か
な
る
背
景
や
理
由
に
よ

っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

（

9〕

た
の
か
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。
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年号 商店 月 日 錘出 宛 先 書状種類 内 側廿句開 典 拠

45 :l!1文41359 5 20 大山荘年貢fr用（→山岸） 教王護国若手文型F

46 延文51360 3 12 足利義詮 仁木頼哀 御教空F 天国郡省部荘・桑聞神戸回濫妨停止 m文w
47 延文51360 10 3 仁木頼!l 中津川次郎 舎下 桑田郡小林寺預健 逃山文早野

48 康安元 1361 9 26 今日丹州守護仁木三郎（義雰）下回 後般昧記

49 政安元 1361 10 5 足利義詮 仁木義罪 御教型F 復部荘安堵 松尾神社文t!f

50 lit安21362 9 10 仁木義予 E百文 吉宮新荘支状を巡覧 神護号事・文型F

51 貞治21363 1 28 足利義詮 仁木義罪 御教型F 多紀郡大手社下司公文様沙汰付 土佐文舎

52 貞治31364 3 16 
山名中務少納（氏冬）上浴、丹州守

後愚昧官己
護職以下自元知l行無相違

53 貞治31364 3 20 足利重量詮 山名時氏 御教瞥 桑田郡因分寺地頭職濫紡停止 井上事長輔氏所蔵文谷

54 貞治31364 4 三宝院雑rt 雪上状 守護子時山名Ji(兆御遂行之問 三宝院文谷 5 4 

55 貞治31364 6 7 
自丹波図今安保飛脚到来、是当守護

締守記
代小林本所領半済之由令申之処

56 貞治31364 7 2 足利義詮 山名時氏 御教轡 丹波国国分寺地頭取濫妨停止 井上~輔氏所級文舎

57 貞治4 1365 4 29 足利義詮 山名目寺氏 御教瞥 桑田郡弓削荘年賀材木逃乱停止 天竜寺血管案

58 貞治41365 10 7 山名時氏 小林左近将軍主 進行状 丹波今林荘等 保坂潤治氏所蔵文m
59 貞治51366 10 5 足利主主詮 山名時氏 御教空F 天田郡河口荘蓮台寺分寄進 三宝院文型F 2 

60 貞治51366 12 23 足利義詮 山名時氏 御教fil 春日部荘中山村還付 安国寺文｛！｝

61 応安21369 10 5 幕府 山名時氏 幕府皇居t!f
荻野出羽入巡抑領の夜久郷今西村

安国寺文型Fなどの濫妨停止

62 応安21369 11 2 山名l時氏 小林左近将監 巡行状 大山荘半務返付 東寺百合文~ り

63 応安31370 4 6 幕府 山名時氏 幕府御教舎 春日部荘・夜久郷濫妨停止 安国寺文壇F

64 応安4 1371 10 17 幕府 山名氏m 幕府御教書 丹波石田本荘濫妨停止 吉田家日記

65 応安4 1371 11 l幕府 山名氏消 幕府御教型？多紀郡l米間淑j旨回押妨 吉岡家日記

66 応安61373 12 19 幕府 山名氏消 幕府御数合 夜久郷内今西村施行 安国寺文fil

67 .m暦21380 3 18 書基H苦 山名氏消 幕府御教書 大山荘役夫工米免除 東寺百合文書に

68 康暦21380 3 27 幕府 山名氏清 幕府御教書F春日部荘半済免除 安閣寺文型F

69 llt厚手21380 9 12 幕府 山名氏t青 幕府御教舎 丹波国国分寺地頭職返付 雨森事与四ti~氏所蔵文型

70 膝暦21380 12 22 幕府 山名氏滑 幕府御教書 大山荘澄妨停止 東寺百合文舎に

71 永徳21382 3 12 幕府 山名氏消 幕府御教書 丹波所々仁和寺領半済停止 千組文型F

72 永徳21382 8 6 事irorft 山名氏消 幕府御教型｝ 大山粧濫妨停止 東寺百合文舎に

73 永徳21382 8 6 幕府 山名氏消 幕府御教舎 丹波所々仁和寺領巡行沙汰 仁和寺文瞥

74 永徳21382 11 13 幕府 山名氏消 幕府御教舎 大山荘役夫工米免除 東寺百合文型F ヒ

75 永徳31383 2 6 幕府 山名氏j青 幕府御教書
仁和寺領丹波弥轍1寺別院内寺村

仁和寺文fil加納停止

76 永徳31383 5 28 幕府 山名氏消 幕府御教型事 春日部荘m施行 安図ミ~文t!f

77 永徳31383 7 25 幕府 山名氏t青 幕府御教書 大山荘濫妨停止 東寺百合文fil イ

78 永徳31383 9 23 幕府 山名氏消 幕府御教曾 桑田郡隼人保荷量妨停止 宮内庁壬生家文谷

79 至徳元 1384 10 29 幕府 山名氏滑 幕府御教書 波々伯部保濫妨停止 八坂神社文~！~

80 至徳21385 7 24 幕府 山名氏ii'i 幕府御教書 波々 伯宮古保濫妨停止 八坂神社文瞥

81 主管、31386 l 20 大山荘n:用状 東寺百合文舎に

82 至徳31386 3 14 幕府 山名氏消 幕府御教役 波々 伯部保司監妨停止 八坂神社文型F

83 至後；31386 6 5 山名氏消 小林上野介 l!F下 雀部荘・桑田神戸悶濫妨停止 東文fil

84 至徳31386 9 26 幕府 山名氏ii'f 幕府御教llf弥理~J寺別院内寺村加納停止 仁和寺文瞥

85 至徳31386 10 16 幕府 山名氏滑 幕府御教m弥勤寺別院内寺村却l納停止 仁和寺文llf

86 .m応元 1389 11 12 幕府 山名氏i尚 幕府f削教1.'J'桑田郡佐伯篠村荘濫妨停止 三;ti'.院文瞥 1 3 

87 明書IR2 1391 11 10 山名氏消 小林上野介 進行状 隼人保 壬生家文~Jf
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室町幕府ー守護体制下の分国支配構造〔古野〕

表 1 南北朝期の丹波守護と守護代の事跡

年号 西暦 月日 差出 宛 先 書状種類 内 W廿匂m 典 拠

1 建武31336 2 3 仁木頼章 和智片山人々中 量居合 新田義貞肘伐の軍勢催促 片山文VJ

2 建武31336 2 9 上杉朗定 光福寺長老 寄進状 何胞都八回郷上村 安図寺文｛！）：

3 建武31336 8 29 仁木頼章 片山高級 卸L官、状 今月12日銀堂一城戸警閤 片山文型｝

4 建武41337 1 5 仁木頼章 片山彦五郎 感状 片山文谷

5 建武41337 3 5 仁木頼主主 久下重基 ~状 久下文総

6 m武41337 3 15 仁木頼m片山彦三郎 耳Z忠状 片山文符

7 建武41337 6 5 仁木頼主主 片山高貌 寧忠、状 片山文舎

8 建武41337 7 29 仁木頼章 片山肉親 1f1忠状 天田郡土師河原合戦 片山文f}

9 建武41337 8 23 仁木頼:i;-t高師直 合状~ 多紀郡波々伯郡保 祇副宝景子院古文容録

10 建武41337 10 仁木頼章 久下重基 lTl忠状 天田郡ill久減合戦（荻野彦六令検知） 久下文嘗

11 建武51338 2 1 仁木頼章 片山高親 寧息状 天岡郡和久滅合臓（荻野彦六令検知） 片山文!F

12 建武51338 8 9 足利直義 仁木頼:i¥'f 御教舎~ 波々 伯書事保述百L停止 八坂神社文書

13 暦応Z1339 7 仁木頼t;t久下ill基 Z匹忠、状 6月2日和久城発向など 久下文容

14 暦応21339 7 仁木頼t;t片山高貌 箪忠状 建武4年紛見城発向など 片山文容

15 暦応21339 8 4 仁木頼f,i 幕府奉舎 桑田m吉tr本新荘乱妨停止 事11穫電子文絵

16 暦応41341 4 1 足利直義 仁木頼i';-t 御教書 i皮々伯部保徴発停止 八坂神相文書

17 暦応41341 7 29 仁木頼章 幕府是辞書 氷上郡ts野荘年貢抑留停止 §HE院殿古文容

18 暦応41341 12 9 後光厳院宣 荻野彦六被官置妨狼務停止 和長t神社文舎

19 康永元 1342 10 5 上杉朝定 備後八郎 舎下 天図書E夜久野郷今西村打渡 安国寺文お

20 康永21343 12 11 丹波新守護代小林左京亮 祇図執行日記

21 康永31344 3 27 山名時氏 俣野中毒事丞 型F状 高山寺城でのlli.¥t', 線経l羽古文~纂

22 貞利21346 5 6 高革際 山名時氏 幕府奉容 氷上郡ts野荘下司追補 東寺百合文 書 京

23 貞和21346 7 3 山名時氏 目白文 氷上郡小椋荘打波 大石寺文j~t

24 貞和21346 9 13 山名時氏 前文 天国郡雀音量荘打渡 松尾神社文書

25 貞和41348 10 山名時氏 片山貞親 llIJ官、状 片山文轡

26 貞利41348 11 10 山名時氏 小林左京苑 退行状~ 丹波議関光久の渡付 醍醐寺文型~ 23上

'l:1 観応21351 4 29 小林重長 庁鼻利次郎左衛l"l.W遵行状 氷上郡三和勅旨悶沙汰付 仁和寺文l!J:

28 観応21351 4 山名時氏 中津川秀家 軍忠状 遠山文曾

29 観応21351 8 13 足利義詮 仁木頼章 御教舎 吉r.r本新荘返付 神後寺文舎

30 観応21351 8 16 足利義詮 仁木駅l;t 御教管 吉宮本新~:E返付 武家手鑑

31 観応21351 11 6 足利義詮 仁木頼：！;t 御教書 桑田郡篠村・佐伯荘園など返付 三宝院文合 2 

32 正平61351 11 10 足利義詮 仁木頼宣言 御教書 氷上郡都日部荘中山村進妨停止 安国寺文。

33 正平71352 ② 15 
抑武家宰相中将司壁陶、是丹波回

図太暦
守護（代脱）被追落

34 鋭応31352 8 荻野朝忠 中津川秀家 111忠状 遠山文轡

35 観応31352 11 3 足利噂氏 仁木頼章 御教曾 篠村佐伯荘など進行重量渋 三宝院文聖書 2 

36 観応31352 11 12 足利尊氏 仁木頼~1 御教l!f 篠村佐伯荘など進行難渋 三宝院文曾 2 

37 文和元 1352 11 20 荻野朝忠 中津川秀家 I匹J忠L状 遠山文~~

38 文和元 1352 11 荻野朝J忠 片山貞毅 寧忠状 片山文谷

39 文和元 1352 12 6荻野朝忠 踏文 中津川秀通院の紘忠を挙げる 遠山文書

40 文和21353 9 5 足利義詮 仁木頼I1i 御教曾 於丹州致忠節之由荻野尾張守
迷山文0

朝息所注申也

41 文和31354 8 11 幕府 仁木頼章 幕府奉書 吉tr新荘の澄妨停止など 京大所蔵文m
42 文和51356 2 22 大山荘年賀算用（→山岸） 教王E整図寺文役

43 延文31358 3 16 大山荘年賀;n用（→山岸） 教王暖国寺文書

44 延文31358 5 大山荘年賀算用（→山岸） 教王様図寺文ill'
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山
名
時
氏
に
つ
い
て
は
、
貞
和
二
年
（
一
三
四
六
）
に
氷
上
郡
小
椋
荘
（
幻
）
や

天
田
郡
雀
部
荘
（
却
）
の
打
渡
に
つ
い
て
の
請
文
が
あ
る
。
そ
れ
ま
で
分
割
さ
れ
て

い
た
丹
波
圏
内
の
守
護
支
配
を

一
括
し
て
担
当
し
た
。
山
名
時
氏
の
も
と
で
の
守

護
代
は
小
林
固
純
で
、
守
護
の
交
代
に
と
も
な
い
、
荻
野
朝
忠
か
ら
交
代
し
て
い

る
。
し
か
し
山
名
時
氏
は
、
観
応
の
擾
乱
で
直
義
方
に
属
し
た
た
め
没
落
す
る
。

そ
の
た
め
丹
波
守
護
に
は
観
応
二
年

（一三
五
二

、
仁
木
頼
寧
が
還
補
さ
れ
る
。

観
応
二
年
（

一
三
五
ご

八
月
に
は
、
内
藤
定
光
が
濫
妨
し
た
吉
富
本
新
荘
の
返
付

を
足
利
義
詮
が
仁
木
頼
章
へ
命
じ
て
い
る

（
m
・
8
。
同
様
の
例
は
同
年
一

一
月

の
桑
田
郡
篠
村
な
ど
の
返
付

（幻
）
や
氷
上
郡
春
日
部
荘
中
山
村
の
濫
妨
停
止

（認
）

で
も
確
認
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
正
平
六
年

（観
応
二
年
・
一
三
五
ニ

一一

月
以

降
、
足
利
義
詮
の
御
教
書
の
宛
名
が
仁
木
頼
章
を
示
す
兵
部
大
輔
で
は
な
く
、

当

国
守
護
」
な
ど
と
な
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
時
期
頼
章
は
足
利
尊
氏
に
従
い
、
東
国

に
下
向
し
、
文
和
二
年

（一

三
五
三
）

ま
で
武
蔵
国
守
護
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

頼
章
が
実
際
に
丹
波
守
護
を
務
め
て
い
た
こ
と
は
確
認
出
来
な
く
な
る
。

こ
の
時
期
の
丹
波
守
護
は
高
師
詮
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は

「園
太
暦
」
文
和

（高
師
訟
V

二
年
六
月
九
日
条
に

「今
日
荻
野
相
具
丹
波
守
護
武
蔵
将
監
自
長
坂
入
京
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
判
明
す
る
。
師
詮
は
文
和
一
克
年
八
月
か
ら
丹
後
守
護
で
あ
っ
た
た
め
、

隣
国
丹
波
の
守
護
職
を
兼
帯
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
師
詮
期
の
守
護
代
は
荻

野
朝
忠
で
あ
る
。

高
師
詮
は
先
の
上
洛
直
後
、
南
朝
方
の
山
名
時
氏
と
の
戦
い
で
敗
れ
、
戦
死
す

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
二一
た
び
仁
木
頼
章
が
丹
波
守
護
に
復
帰
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、

文
和
三
年

（ご二
五
四
）
の
吉
富
新
荘
に
対
す
る
波
々
伯
部
源
二
・
海
老
名
七
郎
太

郎
等
の
濫
妨
停
止
を
命
じ
る
御
教
書
（
必
）
の
存
在
な
ど
か
ら
確
認
で
き
る
。
仁
木

頼
章
は
延
文
四
年

（
一
三
五
九
）
に

一
O
月
に
死
亡
す
泌
が
、
そ
れ
ま
で
丹
波
守
護

職
に
あ
っ
た
。
頼
章
の
後
は
延
文
五
年
、
猶
子
頼
夏
に
天
田
郡
雀
部
荘
や
桑
田
郡

神
戸
閉
の
濫
妨
停
止
の
義
詮
御
教
書

（必
）
な
ど
が
宛
て
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
頼
章

の
跡
は
頼
夏
が
守
護
職
を
安
堵
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
康
安
元
年

（
－
一一一

六
一
）
に
な
る
と
、
仁
木
義
者
ノ
が
跡
を
襲
う
。
そ
れ
は

『後
愚
昧
記
』
同
年
九
月
二

高
主

六
日
条
に
「
今
日
丹
州
守
護
仁
木
＝
一
郎
下
回
」
と
あ
る
こ
と
や
、
同
年
一

O
月
の

雀
部
荘
の
濫
妨
停
止
の
御
教
書
が
義
予
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
こ
と

（
ω）
な
ど
か
ら

明
ら
か
で
あ
る
。
以
後
仁
木
義
予
は
、
貞
治
二
年

（
一
三
六
一二
）
ま
で
、

丹
波
守
護

を
務
め
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

貞
治
二
年
、
南
朝
方
と
し
て
山
陰
地
域
を
勢
力
下
に
置
い
て
い
た
山
名
時
氏
が

n
L
 

ro 

幕
府
に
帰
参
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
丹
波
国
守
護
職
が
仁
木
氏
と
山
名
氏
と
の
あ

い
だ
で
争
奪
さ
れ
た
が
、
そ
の
結
果
、
山
名
氏
が
勝
利
し
、
丹
波
守
護
に
還
補
さ

れ
た
。
貞
治
三
年

（一

三
六
回
）
に
は
早
速
桑
田
郡
国
分
寺
地
頭
職
の
濫
妨
停
止
の

義
詮
御
教
書
が
山
名
時
氏
宛
に
出
さ
れ
て
い
る

（臼）

。
こ
の
時
時
氏
は
ま
だ
美
作

固
に
在
国
し
て
お
り
、
遵
行
は
息
氏
冬
が
行
っ
て
い
る
。
そ
の
後
上
浴
し
た
時
氏

「
因
幡
伯
香
の
外
丹
波
丹
後
美
作
五
箇
国
守
護
職
ヲ
充
行
ハ
レ
ケ
レ
ハ

（中

略
）
時
氏
父
子
ノ
栄
花
時
ナ
ラ
ヌ
春
ヲ
得
タ
加
に
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
複
数
の
分

は国
を
保
持
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
の
ち
、
貞
治
四
年

（
一
三
六
五
）

の
桑
田
郡

弓
削
荘
年
貢
材
木
の
違
乱
停
止
の
義
詮
御
教
書

（肝
）
や
、
応
安
二
年

（
一
三
六
九
）

に
荻
野
出
羽
入
道
の
夜
久
郷
今
西
村
・
春
日
部
荘
中
山
村
へ
の
押
領
停
止
を
命
じ

た
御
教
書
（
臼
）
な
ど
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
時
氏
は
応
安
四
年
（
二
一一
七
二



に
死
去
し
、
跡
は
氏
消
が
継
い
だ
。

山
名
氏
清
は
、
応
安
四
年
の
多
紀
郡
味
間
勅
旨
回
へ
の
中
沢

一
族
の
押
妨
停
止

の
幕
府
御
教
書
案
（
伍
）
や
、
同
六
年
（
一
一
一一
七
三
）
の
夜
久
郷
内
今
西
村
の
施
行
に

か
か
わ
る
幕
府
御
教
書

（侃
）
な
ど
を
は
じ
め
と
し
、
康
暦
二
年

（
一
三
人
O
）
の

大
山
荘
役
夫
工
米
免
除

（町
）
や
永
徳
三
年

（一三
八
三）

の
春
日
部
荘
の
重
施
行

（

花
）
、
至
徳
三
年
（

一三
八
六
）
の
波
々
伯
部
保
の
濫
妨
停
止
（
位
）
や
、

康
応
元
年

（
一
三
八
九
）
の
桑
田
郡
佐
伯
篠
村
荘
の
濫
妨
停
止

（部
）
な
ど
を
命
じ
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
隼
人
保
に
対
す
る
守
護
代
小
林
上
野
介
へ
の
遊
行
状

（釘
）
に
か
か
る

明
徳
二
年

（二一
一
九
ご
ま
で
丹
波
守
護
と
し
て
の
事
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
、
南
北
朝
期
の
丹
波
守
護
職
は
、
お
お
む
ね
仁
木
氏
と
山
名
氏
に
よ
る
争

奪
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
経
緯
を
た
ど

っ
た
。
何
鹿

・
天
国
二
郡
と
桑
田

・
多

紀

・
船
井

・
氷
上
の
四
郡
に
圏
内
を
分
割
し
て
複
数
の
守
護
を
立
て
た
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
貞
和
二
年
（

一三
四
六
）
の
山
名
時
氏
以
降
、

一
回
単
位
で
守
護
が
補
任

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
守
護
代
は
、
仁
木
氏
が
守
護
の
時
は
荻
野
氏
、
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名
氏
が
守
護
の
時
は
小
林
氏
と
い
う
国
人
が
務
め
て
い
る
。
守
護
の
変
遷
に
よ
り

在
地
国
人
の
登
用
が
変
更
さ
れ
る
段
階
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
南
北
朝
期

の
不
安
定
な
政
治
状
況
の
も
と
、
有
力
な
在
地
図
人
を
守
護
代
と
す
る
こ
と
で
、

少
し
で
も
安
定
的
な
分
国
経
営
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
南
北
朝
期
守
護
の
対
応
を

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

2
）
細
川
氏
守
護
以
後
の
犠
相

明
徳
二
年
（
一
三
九
一

）
、
畿
内
と
山
陰
地
方
に

一一

カ
国
の
分
国
を
保
持
し
て

い
た
山
名
氏
清
は
、
幕
府
に
対
し
明
徳
の
乱
を
起
こ
し
て
敗
れ
、
没
落
す
る
。
そ

の
後
山
名
分
国
は
他
の
守
護
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
丹
波
国
を
獲
得
し

た
の
は
細
川
氏
で
あ
っ
た
。

以
下
本
節
で
は
、
丹
波
国
守
護
械
を
得
た
細
川
氏
の
分
国
支
配
構
造
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

ー
，
細
川
氏
の
権
力
構
造

『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
」
応
永
三
二
年

ご
四
二五）

の
奥
書
に
、

明
徳
二
年
十
二
月
廿
八
日
山
名
奥
州
氏
消
打
死
、

同
三
年
正
月
四
日
後
隣
国
共
被
仰
付
大
名

（中
略
）

丹
波
国
細
川
右
京
大
夫
頼
元

と
あ
っ
て
、
明
徳
三
年

（
一
三
九
二
）
細
川
頼
元
が
山
名
氏
清
の
敗
死
に
と
も
な
い
、

丹
波
守
護
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
頼
元
が
隼
人

保
渡
付
に
関
わ
る
書
下
を
守
護
代
小
笠
原
成
明
に
充
て
て
い
る
こ
と
か
ら
も
実
態

と
し
て
裏
付
け
ら
れ
る

（表
2
｜
1
）。

細
川
氏

（京
兆
家）

は
、
す
で
に
永
徳
年
間

（
一
三
人
一
1
八
四
）
に
摂
津
田
の

一
部
の
守
護
職
を
確
保
し
、
そ
の
後

一
五
世
紀

中
葉
に
か
け
て
有
馬
郡
を
除
く
摂
津
国
全
域
の
守
護
と
な
る
。
摂
津
固
と
あ
わ
せ
、

丹
波
守
護
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
細
川
氏
は
、

室
町
幕
府
｜
守
護
体
制

に
お
い
て
、
経
済

・
情
報
・
流
通
な
ど
の
面
で
最
有
力
な
存
在
と
な
る
条
件
を
整

え
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
れ
は
西
国
か
ら
山
陰
・
山
陽
地
域
を
経
て
京
都
を
目

指
す
文
物

・
情
報
・
軍
勢
・
人
員
な
ど
は
、
か
な
ら
ず
細
川
氏
分
国
を
通
過
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
時
の
首
都
で
あ
る
京
都
へ
の
西
の
入
口
を
押
さ
え
る
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
条
件
を
も
と
に
、
頼
元
以
降
、
京
兆
家
当
主
が
丹
波
守
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護
臓
を

一
六
世
紀
中
葉
の
天
文
末
年
ま
で
確
保
す
る
こ
と
に
な
る
。

南
北
朝
期
か
ら

一
五
世
紀
中
葉
頃
ま
で
の
細
川
氏
の
権
力
構
造
を
、
小
川
信
氏

は
「
同
族
連
合
体
制
」
と
措
定
し
た
。
こ
れ
は
室
町
幕
府
｜
守
護
体
制
の
な
か
で

他
の
守
護
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
細
川
惣
領
家
で
あ
る
京
兆
家
を
核
と
し
て
、
阿

波
や
和
泉
、
備
中
な
ど
の
庶
流
守
護
家
が
連
合
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
畠
山

氏
な
ど
他
の
守
護
と
ち
が
っ
て
、

一
五
世
紀
中
葉
頃
ま
で
細
川
氏
が
内
部
分
裂
を

起
こ
さ
ず
、
幕
府
｜
守
護
体
制
内
で
の
地
位
や
立
場
を
維
持
し
え
た
の
は
、
こ
の

体
制
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
小
川
氏
の
「
同
族
連
合
体
制
」
論
は
、

一
五
世
紀
中
葉
以
降
に
つ
い
て
は
見
通
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
社
会
の
変
化
な
ど

に
対
応
す
る
た
め
に
異
な
る
論
理
で
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
に
応
え
た
の
が
今
谷
明
氏
の

「京
兆
専
制
」
論
で
あ
る
。
応
仁
文

明
の
乱
以
降
、
室
町
幕
府
の
中
枢
に
位
置
し
た
細
川
氏

（京
兆
家
）
が
、
幕
府
機
能

を
聾
断
す
る
こ
と
で
専
制
体
制
を
確
立
し
、
実
質
的
に
幕
府
機
能
を
担
っ
た
と
す

る
も
の
で
、
畿
内
政
治
構
造
を
考
え
る
う
え
で
の
通
説
的
位
置
を
占
め
た
。

京

兆
専
制
」
論
は
、
そ
れ
ま
で
概
念
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
一
五
世
紀
中
葉
以
降
の

政
治
権
力
の
概
念
的
理
解
を
示
し
た
点
で
重
要
で
あ
る
。
し
か
し

「京
兆
専
制
」

論
に
対
し
て
は
、
将
軍
を
は
じ
め
、

他
の
守
護
や
幕
府
奉
公
衆
な
ど
の
独
自
の
機

能
を
重
視
す
る
べ
き
と
の
批
判
や
、
同
時
期
の
大
名
権
力
と
の
関
連
づ
け
を
欠
い

て
い
る
と
の
批
判
が
あ
る
。
ま
た

「京
兆
専
制
」
論
は
、
専
制
体
制
を
築
く
に
至

っ
た

（と
さ
れ
る
）
細
川
氏
固
有
の
権
力
構
造
を
必
ず
し
も
明
示
し
て
い
な
い
。
こ

う
し
た
検
討
は
、
将
軍
や
他
の
守
護
、
幕
府
奉
公
衆
な
ど
、
当
該
期
の
諸
勢
力
と

の
関
係
を
検
討
す
る
う
え
で
、
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
筆
者
は
特
に

一
五
世
紀
中
葉
以
降
の
細
川
氏
擁
力
の

構
造
に
つ
い
て
検
討
し
、
こ
れ
を
「
京
兆
家
1
内
衆
体
制
」
と
し
て
概
念
化
し
た
。

細
川
氏
は
、

「
同
族
連
合
体
制
」
の
も
と
、
室
町
幕
府
内
で
他
の
守
護
と
対
抗
し

て
い
た
。
そ
こ
に
嘉
吉
の
乱
（

一
四
四

一）

に
よ
っ
て
将
軍
が

一
時
不
在
と
な
る
状

況
が
生
ま
れ
た
。
各
守
護
は
幕
府
内
で
の
主
導
権
を
め
ぐ
っ
て
争
い
、
遂
に
応
仁

文
明
の
乱
に
帰
結
す
る
。
こ
れ
は
将
軍
不
在
の
幕
府
の
主
導
権
を
め
ぐ
っ
て
、
守

護
同
士
が
細
川
方

（東
軍
）
と
山
名
方

（酋
箪
）
に
系
列
化
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
応
仁
文
明
の
乱
の
最
中
、
当
時
の
細
川
氏
惣
領

（京
兆
）
勝
元
が
死
亡
す

る
。
こ
の
時
家
督
を
嗣
い
だ
の
が
嫡
子
政
元
で
、

当
時
七
歳
と
さ
れ
て
い
る
。
山

名
方

（酉
寧
）
と
の
戦
い
の
さ
な
か
、
惣
領
を
失
っ
た
細
川
氏
に
と

っ
て
は
危
機
的

状
況
で
あ
る
。
こ
の
危
機
へ
の
対
応
と
し
て
構
築
さ
れ
た
の
が
「
京
兆
家
｜
内
衆
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体
制
」
で
あ
る
。
こ
の
体
制
は
、

一
五
世
紀
中
葉
ま
で
に
形
成
さ
れ
た

「同
族
連

合
体
制
」
を
基
盤
と
し
、
細
川
氏

一
族
の
結
集
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

そ
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
の
が
内
衆
で
あ
る
。
内
衆
と
は
主
人
に
近
侍
す
る
被
官

の
こ
と
で
、
細
川
惣
領
家

（京
兆
）
と
被
官
関
係
を
持
ち
、
庶
流
守
護
家
の
分
固
に

派
遣
さ
れ
て
守
護
代
や
郡
代
、
荘
園
代
官
や
都
市
代
官
、
諸
種
の
奉
行
を
務
め
た

り
し
た
。
内
衆
の
多
く
は
、
南
北
朝
期
、
足
利
尊
氏
に
随
っ
た
細
川
頼
之
が
西
国

に
下
り
、
そ
の
後
上
洛
す
る
際
に
通
過
し
た
備
後
か
ら
摂
津
に
至
る
諸
国
、
あ
る

い
は
南
北
朝
内
乱
後
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
四
国

（
餓
岐
や
伊
予
な
ど
）
に
お
い

て
被
官
化
し
た
者
た
ち
で
あ
る
。
内
衆
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
本
拠
を
細
川
氏

分
圏
内
に
持
ち

（
多
く
が
四
国
や
備
中
な
ど
）
、

い
く
つ
か
の
家
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
が
別
々
の
庶
流
守
護
家
で
役
割
を
果
た
す
。
こ
の
よ
う
に
、
内
衆
が
各
分
固
に
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表 2 細川氏守護補佐以後の丹波守護と守護代の事跡

番号 年号 西暦 月 日 差出 宛 先 文書種類 内 廿開h 典 拠

1 明徳3 1392 11 7 細川頼元 小笠原成明 'Jf下 隼人保波付 宮内庁壬生家文書

2 明徳3 1392 12 30 細川頼元 小笠原成明 瞥下 桑田寺・三戸・入国・m岡宛行 秋回務採集古文書

3 明後、4 1393 6 25 細川頼元 小笠原成明 遂行状 丹波法音寺安埼 筑波大学北野文書

4 明徳、4 1393 7 24 小笠原成明 小笠原次郎九郎 遊行状 丹波国分寺領半分安堵 雨森善四郎氏所蔵文書

5 応永2 1395 12 9 細川頼元 小笠原成明 進行状 丹波篠村社領多紀郡黒岡一帯の沙汰付 醍醐寺文書 23函

6 応永3 1396 8 17 小笠原成明 小笠原修理亮 遂行状 桑田郡犬甘保沙汰付 毒事経閤古文瞥纂

7 •t;;k3 1396 10 27 小笠原成明 小笠原修理苑 遊行状
篠村荘、佐伯河内岡荘園、黒岡光

醍醐寺文書 23函
久の役夫工米免除

8 応氷4 1397 12 27 小笠原成明 小笠原蔵人入道 道行状 大山荘人夫役 東寺百合文書オ、フ

9 応永6 1399 8 25 細川満元 小笠原成明 遂行状 多紀郡三筒北荘半済停止 仁和寺文書寺領5

10 応永8 1401 6 21 細川満元 細川頼益 遂行状 春日部荘・夜久郷の法妨停止 安国寺文m
11 応永8 1401 9 5 細川i崎元 細川頼益 遵行状 天困郡持師荘大門村宛行 秋田藩採集古文脅

12 応永8 1401 12 3 細川i筒元 細川i頼益 進行状 船井郡世木村守護役免除 佐々木文m
13 応永101403 7 5 細川満元 細川i頼益 道行状 桑回郡野口荘内佐伯荘下司職沙汰付 保坂潤治氏所蔵文書

14 応永101403 ⑬ 9細川i筒元 細川頼主主 遵行状 春日部荘半済免除 安園寺文書

15 応永111404 5 23 細川i前元 細川頼益 進行状 拝師荘預所職濫妨停止 秋回古車採集古文書

16 応永121405 9 3 細川頼益 田村光忠 書下 淡々伯部保打波 祇国社記続録

17 応永151408 10 15細川頼益 田村光忠 響下 大山荘濫妨停止 東寺百合文1!J:フ

18 応永151408 11 27 細川氏奉行人 細川頼益 奉書 多紀郡黒岡村公文職沙汰付 醍醐寺文容 23函上

19 応、永161409 9 27 細川氏奉行人 細川頼益 奉主F 大山荘段銭図済免除 JI:[寺百合文書に

20 応、永171410 11 16細川i筒元 細川頼益 退行状 多紀郡三箇北荘下司職安堵 千種文型F

21 応、永171410 12 17細川頼益 回村光忠 替下 大山荘打波 東寺百合文容ニ

22 応永181411 9 2 細川満元 細川頼益 進行状 多紀郡三箇北荘安堵 千種文書

23 応氷191412 3 10 細川頼益 岡村光忠 容下 大山荘大管会段銭免除 東寺百合文｛！｝に

24 応永191412 12 15細川満元 細川頼益 道行状 吉岱本新荘勘過 神護寺文瞥

25 応永211414 7 29 幕府奉行人 香西常建 君事瞥 大山荘即位段銭京済 東寺百合文書に

26 応永231416 8 23 香西常建 三上三郎左衛門尉 書下 大山荘仙洞段銭免除 東寺百合文書に

27 応永271420 4 19 細川満元 香西常建 遊行状
丹波六人部・弓削・豊富・瓦屋南北

天竜寺丞担：＝目録
各荘の守護役免除

28 応、永29 6 8 
細1可右京大夫内者香西今日死去玄

康tr記
々、丹波国守護代也、六十一云々、

29 応永321425 12 30 細川氏奉行人 香西元資 奉書 大山荘人夫免除 東寺百合文書ネ

30 応、永331426 6 13 香西元資 籾井民部 進行状 淡々伯部保諸公事免除 早大荻野研究室所議文書

31 応永331426 7 20 細川満元 香西元資 巡行状 何鹿郡内漢部郷・八回郷上村沙汰付 上杉家文書

32 正長元 1428 7 14 道普（香西元資） 籾井良部 奉書 丹波国主殿保"TA持人夫免除 仁和寺文書寺領6

33 永事21430 5 2 道普（香西元資） 籾井民部 奉型F 丹波国主殿保綜持人夫催促停止 仁和寺文書寺領7

34 永享3 1431 7 24 
有泉大夫附丹波守護代事、申入処此問守護

満済准后臼記
代香西政道以外無正体問、可切諌由被仰了、

35 氷享3 1431 7 24 丹波守護代可為内藤備前入道欺 I前済准后日記

36 永享3 1431 7 25 丹波守護代事、早々 逮上関長入云々 、 満百号機后日記

37 永掌4 1432 5 信承（内藤面前入車）山下五郎左衛門尉・堀某 遂行状 雀部荘・桑田神戸田遂行 松尾神社記録2

38 永享6 1434 10 23 細川持之 内藤備前入道 遂行状 篠村荘惣追捕使職安堵 三宝院文曾54

39 永享111439 ① 26 信承（内藤情論入道）期新左衛門尉 也状 天間郡雀部荘園 松尾神社記録2

40 氷事121440 10 16 飯尾常退 信承（内藤備前入道） 君~ill 船井郡主殿保人夫以下諸役免除 仁和寺文書寺領7

41 嘉吉元 1441 12 27 細川持之 内通事備前入道 道行状 丹波国分寺還付 雨森普四郎氏所蔵文書

42 嘉吉3 1443 6 17 細川i勝元 内藤之貞 遂行状 大芋社沙汰付 土佐文書

43 鶏吉3 1443 11 22 内藤之貞 産回式部丞 遂行状 大山荘での熊野新宮段銭免除 東寺百合文書に
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番号 年号 西暦 月 日 差出 宛 先 文書種類 内 m骨~ 典 措4

85 f珂J,t.6 1497 10 7 内藤元良 大附践前守 巡行状 桑田郡入国荘内並河村安繍 勧修寺文型~3

86 明応9 1500 12 14 幕府宣告行人 内藤元点 容の 雀部荘安堵 m文型F

87 永正2 1505 2 '1:1 斎藤元右 内藤貞正 恋｛！｝＇ 船井郡和知下if:E宛行 片山文｛If

88 永正2 1505 5 10 内藤氏正 大槻筑前守 容下 安国寺検断娘役免除 安国寺文。

89 永正5 1508 4 3 内総貞正 出雲神社 型F下 出雲神社再興 出雲神社文舎

90 永正6 1509 12 23 斎藤貞船 内藤 司王位 船井荘段銭免除 北野社家日記

91 永正111514 8 4 幕府移行人 内藤 容111' 丹波図分寺法妨停止 土佐文m
92 永正151518 7 17 内藤貞正 広戸~五自II 投下 天国郡下高給観音寺守護役免除 観音寺文~·f

93 永正171520 9 20 内藤国貞 芝分名主百姓中 ｛~·下 桑閏t'lll勝林ぬ芝跡沙汰付 雨森普四郎氏所蔵文：！？

94 永疋181521 7 14 内総貞正 行音坊 担F状 水原荘法妨停止 経辱記

95 永正181521 7 18 内藤貞正 出雲社神方中 持下 出雲神社社領産妨停止 出裳神社文型F

96 大永5 1525 8 25 飯尾元兼
内藤国貞・中沢飽前 事空軍 船井11ヶ村棟別鋭免除 筑波大学北野文瞥
守・石回四郎兵衛尉

97 大永6 1526 12 20 内藤国貞 大西弥四郎 fil状 丹波藤分宛行 雨森醤四郎氏所蔵文書

98 大永7 1527 5 19 内藤国貞 大西日本l剖.illl 性状 丹波太IB内の宛行 雨森普凶自II氏所蔵文待

99 天文2 1533 8 20 細川lij'J元 片山聖位正左衛門尉 型F状
1j[勢｛搬促．

片山文。
「丹州手造事E~付内藤到i正忠

100 天文2 1533 10 13 肉離固貞 長尾蔵介 合下 勝林烏公文分寺施宛行 雨森善四郎氏所蔵文s
101 天文3 1534 8 23 軍事府奉行人 内藤 君容笹F 桐野河内村・桑田郡美浪回保年賀催促 総川家古文書24

102 天文5 1日6 3 15 内藤国貞 長尾内蔵介 fil下
丹波加舎荘・太田村・霊長村 ・

雨森普四郎氏所蔵文書勝林ai芝分宛行

103 天文141545 7 13 内藤国貞 湯浅五日II兵衛尉ら 令状 網野・河内・ Xi羽・志和賀・
湯浅文型F

世木各村宛行

104 天文151546 9 25 内藤国貞 片山林三郎 惨状 丹波滋田村宛行 片山文体

105 天文171548 10 13 内藤国貞 大槻長門守 性下 安国寺検断線役免除 安国寺文~

106 天文181549 9 14 内藤国貞 片山右近允 書状 船井郡木崎村宛行 片山文瞥

107 天文231554 3 20 細川氏綱 桐村監前守 管状 内藤への忠節（守後代：松永長頼） 夜久・桐村文~

108 弘治3 1557 2 26 
蓬雲．軒家勝

禁制 安閣寺文~
（松永長頼）

109 永禄2 1559 12 
E量忽軒宗勝

11 （松永長頼） 波多野次郎 Qt状 多紀郡酒井内初回分宛行 E告書主文型F纂

110 永禄2 1559 12 
E監袋軒宗！勝

11 （松永長級） 波多野与兵衛・次自IIl1l'状 多紀郡八上・味uu以下安城 踏家文VJ纂

lll 永禄3 1560 4 18 
蓬袋粁宗勝

久下左近助 型F状 氷上郡久下本地分安堵 久下文舎
（松永長頼）

112 氷禄3 1560 9 2量tu軒宗勝 1持制 金剛，心院文型F
（松永長頼）

113 永縁3 156。12 jlt!Z軒宗勝
1 （松永長頼）

並河越中守 m:下 和知下荘沙汰付 片山文t!t

114 永禄5 1562 4 jl雲軒宗勝 禁制 消ii?.；寺文型F
（松永長頼）

昨日二日於丹波内藤備前守討死

115 永禄8 1565 8 云々、笠日三日ニ問了、 松永甚 多llll院日記
介ト云シ人、主l：後蓬~ト 申由仁、
則霜台ノ弟也
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番号 年号 西暦 月 日 差出 宛 先 文書種類 内 ”廿、 典 鎚

44 文安元 1444 4 6 
大山荘礼銭入足限：「守護代内藤

Jlt寺百合文f,1~に下｜旬之時礼銭入足l]I」

45 文安元 1444 7 21 飯尾・1;f温 内藤之貞 ー本書 多紀都大芋の内~段銭京済 地蔵院文l!f

46 文安元 l斜4 10 26 丹州事f律両国守護代内藤長温下l旬 康官記

47 文安元 1444 12 18 細川氏奉行人 内藤之貞 君事書 大ill荘人夫役免除 東寺百合文書に

48 文安2 1445 9 15 内藤之点 産回式古都丞 巡行状 大山荘役夫工米免除 束寺百合文｛！，~つ

49 文安3 1446 9 15 内藤之貞 産図式部丞 書下 大山荘御婆脚段銭京済 東寺百合文~や

50 文安4 1447 10 26 内藤之貞 i!l'£図式部丞 fil状 大山荘御要脚段銭m催促 東寺百合文¥I}に

51 文安4 1447 12 24 細川勝元 内藤之貞 巡行状 弓削・i'!!:'bl・吾雀・瓦屋・六人部各荘 天堂寺lli~目録
の守V.li役免除

52 文安5 1448 8 23 内藤之貞 産閉式部丞 道行状 大山荘役夫工米免除 東寺百合文担Fゐ

53 玄徳元 1449 9 13 
丹波奥郡土ー挨鎗起（中略）丹波

成岱言己守護代内藤事jl正念可令下向之由

54 宝徳3 1451 8 27 
丹州今安保守護臨時夫役事（中時）

E賢官記
申入細川京兆之処、可申付内藤之由

55 宝徳、4 1452 6 22 飯J61古；退 内藤孫三郎（元m傘型F 船井荘11ヶ村井1Jll人跡返付 北野社家日記

56 長禄元 1457 12 
矢野常継

19 （勝元務行人） 内藤元貞 宣伝書 大111荘の御所造作段銭京済 教玉護図寺文~t~

57 長禄元 1457 大山荘入足注進状：Ht文守護代内藤方j東寺百合文併に

58 長緑4 1460 ① 22 内藤元貞 広戸九郎左衛門尉 fil下 安国寺領謀役免除・安堵 安国寺文~

59 究正2 1461 7 25 内藤元貞 丹波六郡郡奉行中 瞥下 安国ミ3，勧進家別鋭1111促 安国寺文体

60 'fl正5 1464 9 11 細川勝元 内藤元貞 逃行状 氷上郡春日荘内MUI・村還付 赤松文ti}

61 文明元 1469 11 28 細川勝元 内藤元貞 遵行状 多紀郡大芋社渡付 土佐文書

62 文明3 1471 7 26 内藤元貞 ~回但馬入道 遂行状 桑田郡吉宮荘内神宮村 時経問古文書纂

63 文明7 1475 7 25 幕府宣告行人 内藤元貞 軍医型F 桑田郡隼人保灘妨停止 宮内庁壬生家文t!f

64 文明8 1476 11 2飯尾家兼 内藤元貞 習存在；； 船井m桐野河内村盗人総伐 賂川家古文型f24

65 文明8 1476 12 2飯尾家兼 内藤元貞 宣告瞥 桑回郡山雲社修理段銭 出雲神社文型F

66 文明9 1477 9 18 飯尾主主兼 内藤元貞 2緊密 船弁務桐野河内村検断免除 総川家古文l!F24

67 文明111479 4 27 内線元貞 弓！送若狭入道 性下 桑田郡河｜潟村返付 地臓院文型F

68 文明121480 
丹波に闘所を自細川一宮にくれ候

大乗院寺社雑司I記
を、守~代内藤不承引候

69 文明121480 3 22 
丹波圏諸方炎上、前守護代内藤被 附富街材、記
宮人企徳政

70 文明141482 ⑦ 3細川政元 内藤元貞 l!f状 大山荘司監妨停止 Jlt寺百合文舎に

71 文明141482 ⑦ 3斎藤元右 内藤元貞 翌~m 大山荘濫妨停止 JI(寺百合文書に

72 文明141482 12 3飯尾家兼 物部神大（上原元秀） 量静香 吉宮荘内神吉村守護役免除 尊経隣古文｛！f纂

73 文明151483 8 25 上見I元秀 円通寺方丈 遵行状 氷上部御泊新荘安t者 円通寺文型F

74 文明161484 12 12 
丹波図上林之官忠番事、守護代物

目ま涼軒目録
部次郎左衛門尉賢家波状案文

75 文明161484 12 29 飯尾家兼 物部神六（上原元秀） 宣彦容 多紀郡大芋社代官総返付 土佐文t!f

76 文明181486 7 23 波多野秀久 物部神六（上原元秀） 奉型F 紛弁務11ヶ村閥所地返付 北野社家日記

77 文明181486 9 16 細川政元 上原元秀 ｛！，•状 船井郡11ヶ村側所地返付 北野社家日記

78 長~3 1489 9 27 上原元秀 井上孫五郎 容下 船井郡氷所内愛宕凶器監妨停止 北野社家日記

79 延使、元 1489 11 28 上原元秀 船井荘11ヶ村地顔中 書状 国一撲討伐 北野社家日記

80 延徳2 1490 2 29 m 貞昭 上原元秀 耳障重F 船井手f・氷所・吾省進行 北野社家日記

81 明応、元 1492 10 28 飯尾家兼 上原元秀 2告嘗 否雀西方領半分安堵 北野社家Bl!l!

82 明応4 1495 6 19 斎益事元右 上原賢家 奉書 幕府科所桐野牧河内村諸入免沙汰付 総川家古文fil3

83 明応4 1495 8 17 上原n前守没落束坂本 大乗院寺社維事記

84 明応4 1495 8 24 細川自丹波図上Iふ守簸代事内藤ニ返給了 大乗院寺社雑事記
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網
の
目
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
で
、
細
川
氏
擁
力
は
被
官
レ
ベ
ル
で
も
強
固

に
結
合
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
他
守
護
と
の
対
抗
上
、
優
位
に
立
ち
う
る
基

盤
を
形
成
し
た
と
い
え
る
。

2
，
守
護

・
守
護
代
の
展
開

表
2
は
、
細
川
氏
が
丹
波
守
護
と
な
っ
て
以
降
の
守
護
・
守
護
代
の
事
跡
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
明
徳
三
年
（
ご
二
九
一
一
）
に
細
川
頼
元
が
丹
波
守
護
に

補
任
さ
れ
た
と
き
、
守
護
代
を
務
め
た
の
が
小
笠
原
成
明
で
あ
る
（
表
2

1

0
以

下
表
2
の
番
号
の
み
）

。
彼
は

『相
国
寺
供
養
記
』
で
頼
元
に
従
う
郎
党
の

一
人
と

し
て
見
え
見
。
小
笠
原
氏
は
、
小
川
信
氏
が
比
定
し
た
よ
う
同
、
鎌
倉
期
に
阿
波

守
護
を
世
襲
し
、
そ
の
後
南
北
朝
期
に
細
川
頼
之
に
属
し
た
国
人
で
あ
る
。
そ
れ

が
頼
元
が
丹
波
守
護
在
任
時
に
は
守
護
代
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
小
笠
原
氏

は
そ
の
後
細
川
遺
江
守

（頼
益
）
が
守
誕
代
と
な
っ
た
応
永
八
年

（一

四
O
四
）
以

降
、
船
井
郡
・
桑
田
郡

・
多
紀
郡
で
又
守
護
代
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る

（9
・
ロ
・
日
）
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
郡
域
に
根
拠
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

丹
波
守
護
は
応
永
四
年

（一三
九
七
）
に
、
頼
元
か
ら
細
川
満
元
（
頼
之
弟
）
に
交

代
す
る
が
、

守
護
代
が
細
川
遠
江
守
か
ら
交
代
す
る
の
は
応
永
一
二
年
（
一
四

一

四
）
で
あ
る
。
こ
の
時
丹
波
守
護
代
に
補
任
さ
れ
た
の
は
、
香
西
常
建
で
あ
る
。
香

西
氏
は
讃
岐
出
身
の
国
人
で
あ
り
、
評
定
衆
の

一
員
で
も
あ
る
。
讃
岐
国
も
丹
波

固
と
同
じ
く
京
兆
家
の
分
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
内
衆
香
西
氏
が
丹
波
守
護
代
に

補
任
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

香
西
常
健
の
初
見
は
、
応
永
一二

年
七
月
、
丹
波
国
大
山
荘
の
即
位
段
銭
の
京

済
に
つ
い
て
の
香
西
堂
前
入
道
常
健
宛
幕
府
奉
行
人
泰
啓
で
あ
る

（お
）。

そ
の
後

常
健
は
応
永
二
九
年
ま
で
丹
波
守
護
代
を
務
め
て
い
た
。

『康
富
記
』
同
年
六
月

八
日
条
に
「
細
河
右
京
大
夫
内
者
香
西
今
日
死
去
云
々
、
丹
波
国
守
護
代
也
、
六

十

一
云
々
」
と
あ
っ
て
、
死
去
し
た
香
西
（
常
健
）
が
丹
波
守
護
代
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

こ
の
常
健
の
跡
を
継
い
だ
の
が
香
西
元
資
で
あ
る
。
そ
れ
は
応
永
三
二
年
（
一
四

二
五
）
、
大
山
荘
人
夫
を
免
除
す
る
香
西
元
資
宛
細
川
満
元
奉
書
か
ら
判
明
す
る

（却
）。

そ
の
後
元
資
は
翌
応
永
三
三
年
に
多
紀
郡
波
々
伯
部
保
の
公
事
免
除
の
道

行
を
籾
井
玄
俊
に
命
じ
た
り

（鈎
）
、
満
元
か
ら
何
鹿
郡
内
漢
部
郷
・
八
回
郷
土
村

の
沙
汰
付
を
命
じ
る
遂
行
状
・（泊
）
を
受
け
取
っ
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

多
紀
郡
・
何
鹿
郡
を
中
心
に
、
丹
波
守
護
代
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

。o
ph
v
 

こ
の
元
資
は
、
永
享
三
年

（一

四
三
こ

、
当
時
の
丹
波
守
護
細
川
持
之
か
ら
更
迭

さ
れ
る
。

「満
済
准
后
日
記
』
同
年
七
月
二
四
日
条
に
よ
れ
ば
、

「
右
京
大
夫
申

丹
波
守
護
代
事
、
申
入
処
此
関
守
護
代
香
西
政
道
以
外
無
正
体
問
、
可
切
諌
由
被

仰
了
」
と
あ
り
、
在
職
中
の
行
政
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
原
因
と
さ
れ
て

、．
j

、，
《V

L
V

】

E
q元

資
更
迭
後
、
丹
波
守
護
代
に
補
任
さ
れ
た
の
が
内
藤
氏

（備
前
入
道
）
で
あ
る
。

先
の

「満
済
准
后
日
記
』
永
事
三
年
七
月
二
四
日
条
に
、

「
丹
波
守
護
代
可
為
内

藤
備
前
入
道
歎
」
と
あ
る
。
内
藤
氏
は
丹
波
国
人
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
が
、
詳
細

を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
翌
日
条
に
は
「
丹
波
守
護
代
事
、
早
々
遥

上
聞
畏
入
云
々
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
守
護
代
の
補
任
は
必
ず
し
も

守
護
の
専
権
事
項
で
は
な
く
、
将
軍
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
た
。
他
国
で
も
同
様



の
対
応
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
幕
府
｜
守
護
体
制
に
お

い
て
将
軍
権
力
が
分
国
支
配
へ
直
接
的
な
介
入
を
行
う
例
と
し
て
指
摘
で
き
る
。

内
藤
備
前
入
道
は
、
永
享
四
年

（一

四
三
ニ
）

に
雀
部
荘

・
桑
田
神
戸
田
へ
の
遵

行
（
幻
）

や
同
六
年
の
篠
村
荘
惣
追
捕
使
職
の
安
堵

（ぎ

を
行
い
、
永
事
一
二
年

（
一
四
四
O
）
に
は
船
井
郡
主
殿
保
の
人
夫
等
諸
役
免
除
を
命
じ
る
奉
書
案

（
ω）

を
受
け
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
嘉
吉
元
年

（
一
四
四
二

の
丹
波
国
分
寺
の
還
補
を

命
じ
る
守
護
持
之
遵
行
状

（引
）
を
最
後
に
、
之
貞
に
守
護
代
を
交
代
し
て
い
る
。

内
藤
之
貞
は
、
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三）

の
多
紀
郡
大
芋
社
沙
汰
付
を
命
じ
る
守

護
細
川
勝
元
の
遵
行
状
（
ぎ
を
皮
切
り
に
、
文
安
元
年
（

一
四
四
四
）
に
は
大
芋

に
お
け
る
内
裏
段
銭
の
京
済
（
ぎ
や
大
山
荘
の
人
夫
役
免
除

（幻
）、

同
二
年
か

ら
四
年
に
か
け
て
大
山
荘
で
の
役
夫
工
米
免
除

（同
二
年）

（
号
、
御
要
脚
段
銭

の
京
済
（
岡
三
年
）

（川崎
）
、
同
段
銭
の
重
ね
て
の
催
促

（同
四
年
）

（
印
）
な
ど
に

そ
の
活
動
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
文
安
四
年

（一

四
四
七
）
に
は
、

守
護

室町幕府一守護体制下の分国支配構造〔古野〕

細
川
勝
元
よ
り
、

弓
削
・
豊
富
・
吾
雀
・
瓦
屋

・
六
人
部
の
各
荘
園
に
対
す
る
守

（却｝

護
役
免
除
の
遵
行
状
が
之
貞
に
出
さ
れ
て
い
る
（
日
）
。
そ
の
後
守
護
代
は
内
藤
之

貞
か
ら
元
貞
へ
交
代
す
る
。

宝
徳
四
年

（一

四
五
二
）
に
船
井
荘
十

一ヶ
村
井
罪
人
跡
の
返
付
に
つ
い
て
出
さ

れ
た
奉
書
（
閃
）
の
宛
先
は
之
貞
で
は
な
く
、
孫
三
郎
（
元
貞
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
こ
ろ
之
貞
か
ら
元
貞
へ
守
護
代
が
交
代
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
後
元
貞
は
、

長
禄
元
年
（

一
四
五
七
）
に
大
山
荘
に
お
け
る
御
所
造
作
段
銭
の
京
済

（同
）
や
寛

正
二
年
（
一
四
六
一
）
の
安
国
寺
勧
進
家
別
銭
の
催
促

（印
）
な
ど
に
か
か
わ
っ
て

い
る
。
ま
た
克
正
五
年
（
一
四
六
四
）
に
は
、
氷
上
郡
春
日
荘
内
黒
井
村
が
赤
松
貞

祐
に
返
付
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
元
貞
は
守
護
勝
元
か
ら
施
行
状
を
受
け
取
っ
て

い
る
（
伺
）。

こ
れ
は
守
護
権
の
行
使
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
氷
上
郡
内
に

こ
の
よ
う
な
施
行
状
が
出
さ
れ
る
の
は、

細
川
氏
が
丹
波
守
護
と
な
っ
て
以
降
で

は
稀
な
例
で
あ
る
。

応
仁
文
明
の
乱
が
始
ま
っ
て
以
降
も
、
内
藤
元
貞
は
守
護
代
と
し
て
活
動
し
て

い
る
。
文
明
元
年
（
一

四
六
九
）
の
多
紀
郡
大
芋
社
の
渡
付
（
臼
）
や
、
文
明
三
年

（
一
四
七

二

の
桑
田
郡
吉
宮
荘
内
神
吉
村
へ

の
遵
行
（
臼
）
、
文
明
八
年
（

一
四
七

六
）
の
船
井
郡
桐
野
河
内
村
盗
人
株
伐

（臼
）
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

と
こ
ろ
で
文
明

一一

年

二
四
七
九
）
、
丹
波
圏
内
で

一
宮
宮
内
父
子
と
守
護
代

内
藤
元
貞
と
の
聞
で
対
立
が
起
こ
る
。

一
宮
氏
に
宛
行
わ
れ
た
閥
所
地
を
内
藤
元

貞
と
そ
れ
に
従
う
国
人
が
押
領
し
、

る
。
内
藤
元
貞
は
、
こ
の
抗
争
の
張
本
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
抗
争
が
終

一
宮
方
の
者
を
殺
害
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ

結
し
た
時
点
で
は
ま
だ
守
護
代
を
辞
任
せ
ず
、
文
明

一
四
年

（一

四
八
二）

の
大
山

荘
の
濫
妨
停
止

（河・

3
ま
で
務
め
、
上
原
元
秀
に
交
代
し
て
い
る
。

上
原
元
秀
の
守
護
代
と
し
て
の
活
動
は
、
文
明
一
五
年

（一

四
八三）

、
氷
上
郡

御
泊
新
荘
を
安
堵
し
た
円
通
寺
方
丈
宛
の
遵
行
状
（
泊
）
、
文
明

一
八
年
（

一
四
八

六
）
の
船
井
郡
十
一
ヶ
村
閥
所
地
の
返
付
先
・
円
）
や
長
享
三
年
（

一
四
八
九
）
の

同
郡
氷
所
内
愛
宕
回
の
濫
妨
停
止

（ぎ
な
ど
に
見
い
だ
せ
る
。
ま
た
延
徳
元
年

（一

四
人
九
）
に
は
、
丹
波
国

一
撲
の
討
伐
に
か
ん
し
て

「各
郡
代
被
相
談
可
被
討

罰
」
し
と
し
て
、
船
井
荘

一一

村
地
頭
中
に
宛
て
て
元
秀
の
書
状
が
出
さ
れ
て
い

An｝
 

る
。
そ
の
後
一
苅
秀
は
明
応
二
年

（
一
四
九
三）

に
別
の
内
衆
で
あ
る
長
塩
弥
六
と
の

刃
傷
が
原
因
で
死
亡
す
初
「

-69-
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し
か
し
上
原
氏
は
丹
波
守
護
代
戦
を
保
持
し
、
元
秀
の
父
賢
家
が
代
行
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
、
幕
府
料
所
と
な
っ

て
い
た
桐
野
牧
河
内
村
諸
入
免
の
沙
汰
付
が
上
原
賢
家
に
命
じ
ら
れ
て
い
る

（位）

こ
と
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し

『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
同
年
八
月

一

七
日
条
に
は
、

「
上
原
豊
前
守
没
落
東
坂
本
」
と
あ
り
、
賢
家
は
東
坂
本

（滋
賀
県

大
津
市
）
へ
没
落
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
二
四
日
条
に
は
「
細
川
自
丹
波
国
上
治
、

守
護
代
事
内
藤
ニ
返
給
了
」
と
あ
っ
て
、
守
護
代
職
は
上
原
氏
か
ら
再
び
内
藤
氏

へ
返
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
上
原
賢
家
が
没
落
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、

後

法
輿
院
政
家
記
』
に
「
去
十
四
日
夜
相
撲
ニ
テ
京
兆
馬
廻
衆
今
井
与
上
原
豊
前
被

官
人
有
確
執
事

（中
略
）
今
井
依
宗
益
寄
子
訴
京
兆
問
、
上
原
豊
前
子
共
内
可
生
涯

之
由
頻
責
伏
云
々
、
仰
丹
州
辺
没
落
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
馬
廻
衆
の
今
井
氏
と

上
原
賢
家
被
官
と
の
確
執
が
契
機
と
な
り
、
赤
沢
宗
益
が
政
元
へ
訴
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
上
原
賢
家
は
没
落
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
赤
沢
宗
益
は
政
元
内
衆
の
な
か

で
は

「非
譜
代
衆
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
内
衆
聞
の
対

立
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

賢
家
没
落
後
、
丹
波
守
護
代
に
補
任
さ
れ
た
の
は
内
藤
元
貞
で
、
明
応
六
年
（
一

四
九
七
）
桑
田
郡
八
田
荘
内
並
河
村
の
安
堵
を
進
行
し
て
い
る
（
部
）。

元
貞
は
明

応
九
年

（
一五
O
O
）
に
も
雀
部
荘
の
安
堵
に
か
か
わ
っ
て
い
る
が
（
部
）
、
そ
の

後
内
藤
貞
正
に
交
代
し
て
い
る
。

永
正
二
年

（
一五
O
五）

、
船
井
郡
和
知
下
荘
の
宛
行
が
内
藤
亀
満
丸

（貞
正
）

に
命
じ
ら
れ
て
い
る

（を

。
貞
正
は
同
年
五
月
に
も
安
国
寺
の
検
断
謀
役
免
除
を

大
槻
筑
前
守
に
書
き
下
し
て
い
る

（槌）

。
ま
た

『北
野
社
家
日
記
」
永
正
四
年

（一

五
O
七
）
七
月
八
日
条
に
は
「
自
丹
波
（
中
略
）
守
護
代
内
藤
上
洛
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
細
川
京
兆
家
は
、
家
督
を
め
ぐ
る
内
紛
状
態
に
あ
っ
た
が
、

丹
波
守
護
代
は
変
わ
ら
ず
貞
正
が
務
め
て
い
る
。
貞
正
は
永
正
六
年
の
出
雲
神
社

再
興

（加
）
や
、
永
正

一
五
年

（
一
五
一
人
）
の
天
田
郡
下
高
津
観
音
寺
の
守
護
役

免
除

（幻
）
、
永
正

一
八
年

（
一五
二
二

の
水
原
荘
濫
妨
停
止

（倒
）
な
ど
に
関
与

し
て
い
る
が
、
永
正

一
七
年

（一

五
二
O
）
に
は
内
藤
田
貞
が
守
護
権
行
使
者
と
し

て
見
い
だ
せ
る
。
す
な
わ
ち
桑
田
郡
勝
林
烏
芝
跡
の
沙
汰
付
を
芝
村
名
主
百
姓
中

に
書
き
下
し
て
い
る
（
伺
）。

こ
の
段
階
の
貞
正
と
国
貞
と
の
関
係
は
判
然
と
し
な

い
が
、
こ
の
の
ち
困
貞
が
守
護
代
と
し
て
活
動
す
る
。
大
永
五
年

ご
五
二
五
）

の
船

井
一

一
ケ
村
の
棟
別
銭
免
除

（部
）
や
、
翌
大
永
六
年
の
丹
波
藤
分
の
宛
行

（併
）

な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
天
文
年
間
に
入
っ
て
も
困
貞
は
細
川
晴
元
方
と
し
て
活
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動
し
て
い
た
よ
う
で
、
天
文
二
年

（一

五
三
三
）

の
勝
林
島
公
文
分
寺
庵
の
宛
行

（1

0
0
）
を
し
、
翌
天
文
三
年
に
は
幕
府
か
ら
桐
野
河
内
村
・
桑
田
郡
美
濃
田
保
へ
年

貢
催
促
を
伝
え
ら
れ
て
い
る

（1
0
1
）。

こ
の
天
文
三
年
の
幕
府
奉
行
人
奉
書
を
最
後
に
、
幕
府
か
ら
内
藤
国
貞
に
対
し

て
の
文
書
は
見
い
だ
せ
な
く
な
る
。
丹
波
固
で
は
細
川
氏
（
京
兆
家
）
の
争
乱
が
継

続
し
て
お
り
、
内
藤
田
貞
は
八
木
城
へ
入
り
、
幕
府
や
細
川
氏
か
ら
距
離
を
置
き
、

地
域
権
力
化
を
進
め
る
。
天
文
五
年

（一

五
三
六
）
に
丹
波
加
舎
荘
な
ど
を
長
尾
内

蔵
介
に
宛
行
い

（1
0
2
）
、
天
文

一
四

（一

五
四
五）

年
に
は
桐
野
河
内
な
ど
を
湯

浅
五
郎
兵
衛
尉
な
ど
に
宛
行
っ
て
い
る

（1
0
3）
の
は
、

い
ず
れ
も
か
な
ら
ず
し

も
守
護
代
と
し
て
の
行
為
と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

天
文

一
八
年

（
一
五
四
九
）
、
細
川
晴
元
は
江
口
の
戦
い
で
三
好
長
慶
に
敗
れ
、



没
落
す
る
。
畿
内
近
国
に
多
く
の
分
国
を
持
ち
、

室
町
幕
府
内
で
最
有
力
の
守
護

と
し
て
活
動
し
て
き
た
細
川
氏
は
、
以
後
新
た
に
確
立
し
た
三
好
氏
権
力
に
取
っ

て
代
わ
ら
れ
る
。
地
域
権
力
化
し
た
内
藤
国
貞
も
天
文
二
二
年
（

一
五
五
三
）
、
八

木
城
の
落
城
と
と
も
に
討
ち
死
に
す
る
。
地
域
権
力
化
へ
の
過
程
を
進
み
な
が
ら
、

丹
波
守
護
細
川
氏
の
守
護
代
と
し
て
の
属
性
を
持
っ
て
活
動
し
て
き
た
内
藤
氏
は

没
落
し
、
以
後
丹
波
に
入
国
し
た
三
好
氏
権
力
の

一
員
で
あ
る
松
永
久
秀
の
弟
松

永
長
頼

（蓬
雲
軒
宗
勝
）
が
判
物
を
発
給
し
丹
波
国
支
配
に
か
か
わ
る

（1
0
81
1

1
4
な
ど
）
が
、
永
禄
八
年

（
一
五
六
五
）
に
は
奥
郡
の
荻
野
忠
正
ら
に
よ
っ
て
長
頼

が
討
伐
さ
れ
、
三
好
氏
権
力
は
丹
波
固
か
ら
追
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

細
川
氏
が
丹
波
守
護
と
な
っ
て
以
降
、
丹
波
国
で
は
細
川
氏
の
分
国
支
配
方
針

が
賞
か
れ
、
京
兆
家
内
衆
を
守
護
代
に
採
用
し
て
い
る
。
南
北
朝
期
に
守
護
代
を

務
め
て
い
た
荻
野
氏
な
ど
の
国
人
は
分
固
に
お
け
る
守
護
支
配
の
中
核
か
ら
は
ず

れ
る
こ
と
に
な
る
。
守
護
代
な
ど
か
ら
は
ず
さ
れ
た
有
力
国
人
は
、
内
衆
と
し
て

守
護
細
川
氏
権
力
を
支
え
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
他
の
細
川
氏
分
国
で
は
守
護

室町幕府一守護体制下の分国支配構造〔古野〕

代
な
ど
に
な
ら
な
い
有
力
国
人
が
内
衆
と
し
て
他
国
へ
派
遣
さ
れ
る
な
ど
の
例
が

見
ら
れ
る
（
た
と
え
ば
備
中
国
の
庄
氏
な
ど
）
が
、
丹
波
固
に
お
い
て
は
荻
野
氏
や
久

下
氏
な
ど
、
有
力
な
国
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
圏
に
と
ど
ま
り
、
守
護
細
川
氏
権

力
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
た
関
係
を
持
ち
つ
つ
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

彼
ら
は
、
細
川
氏

（
京
兆
家
）
内
部
の
分
裂
抗
争
に
連
動
し
た
り
、
国
一
挟
な
ど
、

丹
波
圏
内
で
相
争
う
諸
勢
力
が
与
力
を
頼
む
勢
力
と
し
て
存
在
感
を
維
持
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。

（3
）
丹
波
に
お
け
る
分
国
支
配
の
特
質

二
節
に
わ
た

っ
て
、
丹
波
国
の
守
護
権
力
の
展
開
に
つ
い
て
ま
と
め
て
き
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
け
る
特
質
に
つ
い
て
、
整
理
し
て
お
く
。

南
北
朝
期
の
丹
波
国
で
は
、
他
国
と
同
様
、
戦
況
な
ど
に
応
じ
た
頻
繁
な
守
護

の
改
替
が
み
ら
れ
る
。
室
町
幕
府
の
草
創
期
に
あ
た
り
、
後
の
時
代
の
よ
う
に
守

護
家
は
固
定
化
し
て
い
な
い
。
丹
波
国
で
は
、

い
ず
れ
も
室
町
幕
府
の
有
力
守
護

で
あ
る
仁
木
氏
と
山
名
氏
に
よ

っ
て
守
護
職
の
争
奪
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
経

総
を
た
ど

っ
た
。
何
鹿
・

天
国
二
郡
と
桑
田
・
多
紀

・
船
井
・
氷
上
の
四
郡
に
国

内
を
分
割
し
て
別
々
の
守
護
を
立
て
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
貞
和
二
年

（
一
三
四

六
）
以
降
、

一
国
単
位
で
守
護
が
補
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
仁
木
氏
が
守
護
の

時
は
荻
野
氏
、
山
名
氏
が
守
護
の
時
は
小
林
氏
と
い
う
国
人
が
守
護
代
を
務
め
て

お
り
、
守
護
の
改
替
に
よ
っ
て
守
護
代
と
し
て
登
用
さ
れ
る
在
地
図
人
が
変
更
さ

れ
た
。
南
北
朝
期
の
守
護
は
、
し
ば
し
ば
改
替
さ
れ
た
た
め
、
在
地
図
人
と
密
接

な
連
携
を
取
ら
ね
ば
圏
内
支
配
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
自
陣
営
に
腐
し
た
国
人

を
守
護
代
と
し
て
登
用
し
、
分
国
支
配
の
軸
と
し
た
の
で
あ
る
。

南
北
朝
が
統
合
さ
れ
た
明
徳
二
年

（
一
三
九
二）

以
降
、
細
川
氏
が
丹
波
守
護
と

な
っ
た
。
守
護
職
は
細
川
京
兆
家
が
保
持
し
、
丹
波
国
は
京
兆
家
分
国
の
ひ
と
つ

と
な
っ
た
。
細
川
氏
は
、
京
兆
家

（惣
領
家
）
を
核
と
し
て
庶
流
守
護
家
が
結
合

し
、
他
守
護
と
対
抗
し
て
き
た
。
摂
津
国
と
と
も
に
、
丹
波
国
守
護
職
を
確
保
し

た
こ
と
は
、
細
川
氏
が
山
城
・
京
都
か
ら
西
国
に
向
け
て
の
影
響
力
を
確
保
す
る

上
で
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
。
山
城
・
京
都
へ
の
入
口
を
押
さ
え
た
こ
と
に
よ
り
、

細
川
氏
は
西
国
か
ら
の
ヒ
ト
・
モ
ノ

・
情
報
を
統
制
し
、

室
町
幕
府
運
営
に
大
き

ヮ，
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な
力
を
持
つ
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

細
川
氏
は
、
南
北
朝
期
ま
で
の
分
国
支
配
構
造
を
転
換
し
、
内
衆
を
守
護
代
に

登
用
す
る
、
闘
有
の
支
配
方
式
を
展
開
し
た
。
京
兆
家
に
属
す
る
内
衆
を
守
護
代

と
す
る
こ
と
で
、
在
地
社
会
の
諸
関
係
を
除
き
、
自
ら
の
支
配
を
貫
徹
さ
せ
よ
う

と
し
た
。
南
北
朝
期
に
守
護
代
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
た
荻
野
氏
ら
は
、
守
護
細

川
氏
に
直
接
編
成
さ
れ
る
地
位
を
失
い
、
小
笠
原
氏
や
香
西
氏
、
上
原
氏
と
い
っ

た
内
衆
が
守
護
代
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
方
法
は
丹
波
国
だ
け
で
は
な

く
、
細
川
氏
の
他
の
分
国
で
も
並
行
し
て
行
わ
れ
た
。

一
五
世
紀
中
葉
以
降
に
は
、
同
族
の
さ
ら
な
る

一
体
化
を
目
指
し
、

「京
兆
家

ー
内
衆
体
制
」
を
形
成
し
た
。
細
川
氏
内
衆
は
複
数
の
イ
エ
に
分
か
れ
、
京
都
や

細
川
氏
庶
流
守
護
家
の
各
分
国
で
守
護
代
や
都
市
・
荘
園
の
代
官
な
ど
に
任
命
さ

れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
細
川
氏
分
回
全
体
に
お
い
て
強
固
に
結
合
さ
れ
た
体

制
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
結
合
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
分
国
は
、
現
実
に
は
郡

ご
と
の
支
配
の
積
算
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
も
の
の
、
国
ご
と
に
把
握
す
る
こ
と

が
目
指
さ
れ
た
。
こ
れ
が
室
町
幕
府
｜
守
護
体
制
の
も
と
で
、
細
川
氏
が
他
守
護

と
対
抗
す
る
た
め
に
採
用
し
た
分
固
支
配
の
方
法
で
あ
る
。
表
2
で
み
た
丹
波
国

に
お
け
る
各
郡
へ
の
守
護
権
行
使
の
状
況
か
ら
は
、
細
川
氏
の
そ
う
し
た
姿
勢
が

見
て
取
れ
る
。

し
か
し
、
丹
波
囲
内
で
均

一
に
細
川
氏
の
守
護
権
が
貫
徹
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
次
章
で
は
、
丹
波
固
に
お
け
る
諸
勢
力
の
動
向
を
検
討
し
、
幕
府
｜
守
護

体
制
下
に
お
け
る
細
川
氏
の
分
国
支
配
構
造
を
相
対
化
す
る
と
い
う
負
の
側
面
を

提
示
す
る
。

守
護
支
配
の
相
対
化

本
章
で
は
、
室
町
幕
府
｜
守
護
体
制
の
も
と
で
の
分
国
支
配
構
造
を
相
対
化
す

る
動
向
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
、
南
北
朝
期
に
守
護
代
を
務
め
な
が
ら
、
細

川
氏
が
守
護
と
な
っ
て
以
降
そ
の
地
位
を
細
川
氏
内
衆
に
奪
わ
れ
た
荻
野
氏
を
中

心
に
、
丹
波
圏
内
で
守
護
支
配
に
対
抗
す
る
動
向
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
次
に
、

細
川
氏
奉
行
人
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
丹
波
囲
内
で
地
域
権
力
化
と
し
て

自
立
化
し
た
波
多
野
氏
の
動
向
を
探
る
。

（

1
）
荻
野
氏
と
丹
波
国
「
一
接
」

ー
，
荻
野
氏
の
動
向
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荻
野
氏
の
出
自
に
つ
い
て
は
、

『氷
上
郡
志
』
な
ど
は
氷
上
郡
赤
井
の
出
身
と

し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
細
見
末
雄
氏
は
、

『吾
妻
鏡
』
の
記
述
な
ど
か
ら
、
梶

原
景
時
の
五
代
孫
を
荻
野
朝
忠
と
推
定
し
て
い
る
。
荻
野
氏
は
平
姓
で
梶
原
氏
と

同
祖
で
あ
り
、
石
橋
山
の
合
戦
に
も
参
加
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
相
模
国
愛

甲
郡
荻
野
を
出
自
と
す
る
と
し
、
承
久
の
乱
で
の
戦
功
に
よ
り
丹
波
国
葛
野
荘
の

（剖
）

地
頭
と
し
て
新
補
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

荻
野
氏
が
確
実
な
史
料
に
み
え
る
の
は
文
永
元
年

（一

二
六
五
）
と
さ
れ
る
左
近

｛お｝

将
監
奉
書
で
あ
る
。

荻
野
左
衛
門
三
郎
朝
光
申
、
丹
波
国
吉
美
荘
強
盗
人
公
文
弘
口
以
下
輩
事
、

今
年
二
月
廿
日
関
東
御
教
審
副
訴
状
如
此
、
何
様
候
哉
、
の
執
達
如
件
、

｛泳
三

文
応
元
年
四
月

一
日

左
近
将
監

（花
押
）



丹
波
国
土
ロ
美
荘
強
盗
人
公
文
弘
口
以
下
の
輩
の
こ
と
に
つ
い
て
、
荻
野
左
衛
門

三
郎
朝
光
と
い
う
人
物
が
鎌
倉
幕
府
へ
訴
え
出
て
い
る
。
ま
た
鎌
倉
末
期
の
嘉
元

三
年

（
＝
ニ
O
五
）
、
仁
和
寺
領
主
殿
保
を
酒
井
孝
信
が
抑
留
し
た
際
、
両
使
と
し

て
中
沢
左
衛
門
尉
基
員

（大
山
荘
地
頭
）

と
と
も
に
荻
野
四
郎
入
道
忍
性
が
抑
留
停

（お）

止
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
鎌
倉
後
期
の
荻
野
氏
は
、
葛
野
荘
地
頭
を

務
め
な
が
ら
周
辺
地
域
で
の
押
領
行
為
な
ど
に
対
し
、
雨
使
と
し
て
活
動
す
る
有

力
な
在
地
武
士
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

南
北
朝
期
の
荻
野
氏
を
特
徴
づ
け
る
の
が
荻
野
朝
忠
で
あ
る
。
朝
忠
は
南
北
朝

内
乱
時
、
足
利
方
と
し
て
戦
い
、
丹
波
守
護
と
な
っ
た
仁
木
頼
寧
の
も
と
で
守
護
代

を
務
め
て
い
た
。
荻
野
朝
忠
が
久
下
重
基
の
寧
忠
を
検
知
し
て
い
る
（
表

1
l
m）

例
が
あ
る
が
、
朝
忠
は
尊
氏
方
に
従
う
国
人
・
守
護
代
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ

と
が
判
明
す
る
。

し
か
し
荻
野
朝
忠
は
、

一
時
尊
氏
方
を
離
れ
、
南
朝
方
へ
属
す
る
。

『太
平
記
」

に
よ
れ
ば
、
興
国
四
年
・
康
永
二
年
（
一三
四
三
）
、
備
前
の
児
島
高
徳
と
謀
っ
て

室町幕府ー守護体制下の分国支配構造〔古野〕

南
朝
に
通
じ
、
新
田
義
貞
の
甥
義
治
を
奉
じ
て
挙
兵
し
た
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

守
護
仁
木
頼
章
は
更
迭
さ
れ
、
山
名
時
氏
が
丹
波
守
護
と
な
る
。
し
か
し
朝
忠
は
、

そ
の
後
す
ぐ
に
尊
氏
方
に
属
し
、
貞
和
四
年

二
三
四
八
）
に
は
尊
氏
方
と
し
て
四

（幻
｝

条
畷
の
合
戦
で
楠
正
行
寧
と
戦
っ
て
い
る
。

そ
の
後
朝
忠
は

一
貫
し
て
尊
氏
方
に
属
し
て
各
地
に
↑転
戦
し
、
文
和
二
年

（
一
一一一

五
三
）
に
は
丹
波
圏
内
で
南
朝
方
と
合
戦
に
及
ん
で
い
る
。
同
年
七
月
に
多
紀
郡
宮

田
荘

・
三
戸
山

・
佐
治
荘
で
戦
闘
し
、
こ
の
戦
い
に
従
軍
し
た
中
津
川
秀
家
軍
忠

（お
）

状
に
朝
忠
が
署
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
尊
氏
方
と
し
て
畿
内
各
地
の
戦
岡
に

加
わ
っ
た
朝
忠
で
あ
る
が
、
延
文
二

・
三
年
（

一
三
五
六
・
五
七
）
頃
死
亡
し
た
と

さ
れ
る
。

そ
の
後
、
延
文
五
年
（

一三
六
O
）
、
久
下
帯
万
丞
が
多
紀
郡
大
芋
荘
の
下
司

・

公
文
名
を
押
妨
し
た
時
に
は
、
荻
野
六
郎
左
衛
門
尉
ら
が
当
地
に
出
張
し
て
返
還

Am｝
 

さ
せ
る
よ
う
、
奉
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
翌
康
安
元
年
（

一三
六
こ
に
は
荻
野
参

（却
）

河
入
道
父
子
三
人
ら
が
松
尾
社
領
雀
部
荘
で
濫
妨
し
た
。
彼
ら
は
朝
忠
と
受
領
名

が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
朝
忠
と
は
別
家
の
荻
野
氏
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
応
永
年
間
に
は
い
る
と
、
朝
忠
の
嗣
子
と
考
え
ら
れ
る
荻
野
出
羽
入
道
が
、

安
国
寺
領
夜
久
郷
今
西
村
を
自
ら
が
拝
領
し
た
と
号
し
て
押
妨
し
た
。
こ
れ
に
対

し
、
幕
府
は
違
乱
の
停
止
と
寺
家
へ

の
沙
汰
付
を
命
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
明
徳
の

乱
（
一

三
九
こ

に
あ
た
っ
て
は
、
荻
野
美
作
守
重
定
と
そ
の
弟
重
国
が

「明
徳
記
」

に
み
え
る
。
彼
ら
は
当
時
丹
波
守
護
で
あ
っ
た
山
名
氏
消
の
守
護
代
小
林
重
長
に

属
し
て
桂
川
で
の
戦
い
に
参
加
し
て
い
る
。
応
仁
文
明
の
乱
頃
に
は
、
氷
上
郡
黒

井
城
を
領
有
し
て
い
た
ら
し
い
。
黒
井
城
が
所
在
す
る
の
は
氷
上
郡
春
日
部
荘
で
、

建
武
二
年

（一

三
三
五
）
に
こ
の
地
を
足
利
尊
氏
か
ら
宛
行
わ
れ
た
の
赤
松
貞
範
が

後
に
美
作
守
護
と
な
っ
て
異
動
し
た
た
め
、
代
官
と
し
て
入
っ
た
荻
野
氏
が
領
有

す
る
に
い
た

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
荻
野
氏
は
、
南
北
朝
期
を
通
じ
、
丹
波
圏
内
屈
指
の
勢
力
で
あ

り
、
守
護
代
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
し
か
し
守
護
代
を
改
替
さ
れ
た
の
ち
は
、

荘
園
へ
の
押
妨
を
行
う
な
ど
、
必
ず
し
も
守
護
細
川
氏
の
分
国
支
配
方
針
に
従
つ

た
行
動
を
と
っ
て
い
な
い
。
囲
内
有
力
国
人
と
し
て

一
定
の
勢
力
を
維
持
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
活
動
は
む
し
ろ
守
護
支
配
権
を
相
対
化
す
る
も
の
と

-73-
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し
て
現
出
す
る
。

2
，
丹
波
「
国
一
按
」
と
細
川
氏

細
川
氏
が
丹
波
守
護
と
な
っ
た
明
徳
二
年

（
二一一
九
ご

以
降
、
丹
波
囲
内
で
は

断
続
的
に
守
護
支
配
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
発
生
す
る
。
そ
れ
は
国
人

ら
に
よ
る

一
挟
的
結
合
と
い
う
形
態
を
と

っ
て
発
現
す
る
場
合
が
あ
り
、
ま
た
守

護
権
力
に
直
結
し
な
く
な
っ
た
荻
野
氏
が
、
そ
う
し
た
動
向
の
核
的
存
在
と
な
る

場
合
も
あ
る
。
以
下
そ
れ
ら
の
動
向
に
着
目
し
、
守
護
分
囲
内
に
お
け
る
幕
府
｜

守
護
体
制
に
対
抗
す
る
地
域
権
力
の
存
在
形
態
と
そ
の
動
向
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

宝
徳
の

一
撰

宝
徳
元
年

（
一
四
四
九
）
九
月
、
丹
波
国
で
「
土
一
撲
」
が
発
生

す
る
。

「康
富
記
』
宝
徳
一
苅
年
九
月

一
三
日

・
一
四
日
条
に
は
、

十
三
日
庚
寅

（中
略
）
丹
波
奥
郡
土

一
挟
蜂
起
、
故
山
名
刑
部
少
輔
子
宮
田
余

流
等
打
入
之
、
苅
取
作
毛
、
致
乱
妨
之
由
有
注
進
云
々
、
但
馬
堺
也
云
々
、

依
之
、
明
日
為
制
止
、
丹
波
守
護
代
内
藤
弾
正
念
可
令
下
向
之
由
有
聞
云
々
、

十
四
日
辛
卯

晴
、
内
藤
弾
正
下
向
丹
波
、
為
制
止
奥
郡
土

一
授
蜂
起
事
也
、

と
あ
っ
て
、
九
月

一
三
日
、
丹
波
奥
郡
に
て
土

一
授
が
蜂
起
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
土

一
授
は
、
山
名
刑
部
少
輔

（持
照
。
時
照
子
、
持
豊
兄
弟
）
の
子
、
富
田
ら
が

打
ち
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。
明
徳
二
年

（
一
三
九
一）

の
明
徳
の
乱
を
契
機
に
丹
波

守
護
は
山
名
氏
か
ら
細
川
氏
へ
交
代
す
る
が
、
山
名
氏
最
後
の
丹
波
守
護
氏
清
は

持
照
の
大
祖
父
に
あ
た
る
。
お
そ
ら
く
細
川
氏
守
護
支
配
に
不
満
を
持
つ
地
域
諸

勢
力
を
糾
合
す
る
核
と
し
て
、
旧
守
護
山
名
氏
が
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
宝
徳
の
一
挟
は
、

「丹
波
奥
郡
」
の
但
馬
固
と
の
国
境
で
蜂
起
し
た
と
あ

る
の
で
、
天
田
郡
・
氷
上
郡
な
ど
が
中
心
地
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
南
北
朝

期
、
こ
の
両
郡
に
属
す
る
夜
久
郷
や
春
日
部
荘
な
ど
の
遊
行
を
山
名
氏
が
守
護
と

し
て
積
極
的
に
行
っ
た

（表
1
）
。
こ
の
頃
の
守
護
代
が
荻
野
氏
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら

一
撲
の
背
後
に
荻
野
氏
ら
、
細
川
氏
の
守
護
補
任
以
降
に
守
護
支
配
機
構
か

ら
外
れ
た
国
人
た
ち
の
存
在
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
こ
の
時
の
守
護
代
は
細
川
氏
内
衆
の
内
藤
之
貞
と
思
わ
れ
る
。
在
京
し
て

い
た
之
貞
は

一
摸
制
止
の
た
め
九
月
一
四
日
に
丹
波
に
下
向
し
て
い
る
が
、
そ
の

後
の
経
過
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

延
徳
の
争
乱
（
国

一
接）

宝
徳
の

一
挟
か
ら
約
半
世
紀
後
、
再
び
丹
波
圏
内
で
大

規
模
な
争
乱
が
勃
発
す
る
。
こ
の

一
撲
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
今
谷
明
氏
も
触
れ

て
い
碕
が
、
い
ま
一
度
史
料
か
ら
経
緯
を
追
い
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

延
徳
元
年

（
一
四
八
九
）
九
月

一
六
日
、
丹
波
圏
内
で
の

一
撲
の

一
報
が
京
都
に

（お
）

も
た
ら
さ
れ
た
。
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（前
略
）
就
丹
波
国
念
劇
、

（賢
家
・
’一秀｝

一
七
ヶ
日
以
代
官
社
参
而
上
原
父
子
方
へ
巻
数
遺

之
、
執
着
在
之
、

守
護
方
か
ら
北
野
社
へ

一
七
日

（七

「
丹
波
国
念
劇
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

日
間
）
の
北
野
社
の
宗
教
行
事
に
、
丹
波
念
劇
の
た
め
上
原
父
子
が
参
加
で
き
ず
、

代
官
を
社
参
さ
せ
た
。
こ
れ
に
対
し
北
野
社
は
、
翁
劇
鎮
圧
の
祈
願
し
た
巻
数
を

遣
わ
し
た
。
代
官
社
参
を
し
、

翌
日
条
に
は
守
護
方
が
船
井
荘
に
陣
夫
役
を
懸
け

た
と
の
注
進
が
あ
っ
た
。
北
野
社
は
守
護
代
上
原
方
に
両
使
を
送
っ
て
免
除
交
渉

を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
陣
夫
役
は

「丹
波
国
念
劇
」
に
か
か
わ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
、
少
な
く
と
も
こ
の

「念
劇
」
は
、
船
井
荘
が
所
在
す
る
船
井
郡
な
ど
で
勃
発

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
一

O
月
に
は
、
船
井
郡
氷
所
の
内
北
野
の
松



林
坊
領
（
愛
宕
回
）
で
「
為

一
乱
兵
糧
料
押
領
之
旨
、
自
社
家
掠
申
給
奉
書
」
と
あ

る
よ
、
つ
に
、

「一

乱
」
の
た
め
、
兵
組
料
が
押
領
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
件
は
在
地
代
官
小
畑
孫
五
郎
（
長
専
）
か
ら
の
注
進
を
受
け
た
守
護
方
（
守
護

代
上
原
元
秀
）
が
北
野
社
へ
連
絡
し
、
対
応
に
つ
い
て
井
上
孫
五
郎
（
小
守
護
代
）
に

折
紙
を
下
し
た
。
こ
こ
で
の
「

一
乱
」
は
「
念
劇
」
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

そ
の
影
響
は
囲
内
の
諸
荘
園
に
及
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
こ
の

一
ヶ
月
後
、
船
井
荘
か
ら
船
井
郡
に
お
い
て
無
足
衆
が
勝
起
し
た

と
の
注
進
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

無
足
衆
既
及
当
郡
令
峰
起
由
、
其
聞
候
、
事
実
候
者
、
各
郡
代
被
相
談
、
可

《細
川
政
完｝

被
討
前
候
、
臨
其
事
候
、
御
屋
形
様
可
有
御
下
向
旨
、
被
仰
出
侠
上
者
、
於

京
都
儀
者
、
無
異
議
候
也
、
恐
々
謹
一
言
、

延
穂
元十

一
月
廿
八
日

上
原元

秀
判

（
日
品

舟
井
庄
十
半
口
頭
中

室町幕府守護体制下の分間支配構造〔古野〕

無
足
衆
が
船
井
郡
内
で
蜂
起
し
た
と
の
風
間
を
受
け
、
守
護
代
上
原
元
秀
は
、

船
井
荘
十
半
口
頭
中
に
対
し
、
丹
波
囲
内
の
他
の
郡
代
と
相
談
の
う
え
討
伐
す
ベ

き
だ
と
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
状
況
を
受
け
て
政
元
自
身
が
丹
波
に
下
向
す
る
可

能
性
を
示
唆
し
て
お
り
、
加
盟
…
足
衆
ら
の
蜂
起
は
、
大
事
件
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

【
釘
｝

こ
の
時
期
、
氷
上
郡
多
利
村
に
対
し
て
政
元
の
禁
制
が
出
さ
れ
て
い
る
。
船
井

郡
で
起
こ
っ
た
「
無
足
衆
」
に
よ
る

一
授
が
、
郡
を
越
え
て
氷
上
郡
へ
も
波
及
し

て
お
り
、
そ
の
影
響
を
避
け
る
た
め
に
発
給
を
求
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
一
授
は
船
井
郡
を
中
心
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
郡
を
越
え
て
の
拡
が
り

が
想
定
で
き
、
そ
の
後
の
展
開
へ
の
影
響
を
想
定
さ
せ
る
。

【車
一

と
こ
ろ
で
こ
の
無
足
衆
鯵
起
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
興
福
寺
政
党
は
「
細
川
丹

－Tg
s
 

波
ノ
国
エ
陣
立
、
来
十
八
日
之
通
、
京
中
日
相
触
云
々
、
国
衆
上
原
神
六
違
背
ノ

｛認｝

故
也
」
と
記
し
、
国
衆
が
守
護
代
上
原
元
秀
に
違
背
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

【愈
｝

ま
た
尋
尊
は
「
就
丹
後
国
蜂
起
、
来
十
九
日
細
川
可
出
陣
旨
、
相
触
之
、
所
々
自

《密
｝

判
書
状
等
遣
之
云
々
、
但
安
富
・
玄
番
頭
等
申
状
、
難
有
出
陣
彼
国
事
不
可
成
事

e
dh

，｝
 

也
、
不
可
得
く
旨
申
云
々
、
上
原

一
人
迷
惑
也
、
如
何
可
成
行
哉
、
山
城
国
人
上

（
明
日
）

原
被
官
人
悉
以
丹
州
下
向
、
被
取
能

一
向
音
信
不
通
也
云
々
」
と
述
べ
、
政
元
自

身
が
丹
波
下
向
を
触
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
富
氏
ら
内
衆
が
出
陣
を
渋

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
山
城
囲
内
の
元
秀
被
官
が
丹
波
へ
下
向
し
、
無
足
衆

ら
と
の
戦
闘
に
加
わ
っ
て
い
る
と
の
風
聞
を
示
し
て
い
る
。

守
護
代
上
原
氏
に
よ
る
支
配
方
針
が
、

「無
足
衆
」
と
呼
ば
れ
る
在
地
勢
力
に

と
っ
て
許
容
し
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
蜂
起
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
細
川
京
兆
家
に
よ
る
分
国
支
配
方
針
に
対
し
て
蜂
起
が
起
こ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
政
元
自
身
が
下
向
の
意
志
を
表
明
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
政
元
の

意
向
に
反
し
て
、
安
宮
氏
な
ど
有
力
内
衆
は
必
ず
し
も
丹
波
に
同
行
し
よ
う
と
し

て
い
な
い
。
こ
の
時
期
、
細
川
氏
の
分
国
支
配
に
お
い
て
、
政
元
と

一
部
内
衆
の

聞
に
方
針
の
相
違
が
生
じ
て
お
り
、
内
衆
独
自
の
志
向
性
の
発
現
を
見
て
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
す
で
に
文
明

一
四
年
（

一
四
八
二）

、
畠
山
政
長

に
与
し
、
同
義
就
追
討
を
口
実
に
、
摂
津
国
人
編
成
を
目
指
し
た
政
元
の
摂
津
出
陣

に
も
表
れ
て
い
る
。
『
大
衆
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明

一
四
年
四
月
一一
一二
日
条
に
は
、
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A

哩
E

a

a

目元

悪

事

um
－

細
川
九
郎
出
陣
事
、
秋
場
・
香
川
両
人
為
帳
本
令
申
沙
汰
出
陣
、
是
併
官
領

Aa山
－
a
M
RV

左
衛
門
菅
引
汲
之
故
也
、
率
爾
之
申
沙
汰
、
珍
事
之
由
、

一
天
沙
汰
也
云
々
、

面
川
成
主
通
川
陵
町
｝

完

聖

書

一

豊

完

E

Aa山
a
・8

讃
州
・
右
馬
頭
・
安
富

・
長
塩
・
薬
師
寺
等
ハ
、
右
衛
門
佐
引
汲
方
也
、
無

勿
体
之
由
申
合
、
不
同
心
云
々
、

と
あ
っ
て
、
政
元
の
摂
津
出
陣
を
促
し
た
の
は
秋
庭
・
香
川
の
両
氏
で
あ
り
、

安
富

・
長
塩
・
薬
師
寺
の
各
氏
は
異
を
唱
え
て
い
る
。
畠
山
氏
と
の
関
係
の
影
響

に
加
え
、
摂
津
国
へ
の
権
限
（
守
護
職
な
ど
）
の
有
無
に
よ
り
、
政
元
と
内
衆
と
の

聞
に
は
や
は
り
懸
隔
が
生
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
北
野
社
は
守
護
方
の
後
援
を
受
け
つ
つ
、
無
足
衆

に
同
意
す
る
者
に
つ
い
て
は
罪
科
に
処
す
と
の
折
紙
を
下
し
、
在
地
勢
力
の
連
動

員
‘
畢

を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
伊
さ
ら
に
政
元
は
「
畠
山
殿
安
楽
河
、
今
朝
丹
波
へ

出
陣
云
々
、
遣
巻
数
之
処
、
挑
暁
罷
立
由
在
之
、

」
と
あ
る
よ
う
に
、
畠
山
政
長

被
官
の
荒
川
民
部
丞
に
丹
波
へ
の
出
陣
を
依
頼
し
て
い
る
。

「蔭
涼
軒
目
録
』
延

徳
元
年

一
二
月
二
七
日
条
に
は
、

「
丹
州

一
授
衆
、
荒
河
民
部
丞
為
大
将
貴
之
、

一
撲
衆
敗
続
、
即
責
須
知
城
、
須
知
又
没
落
云
々
、
数
日
前
成
須
知
退
治
之
奉
書
」

と
記
さ
れ
て
い
て
、
荒
川
民
部
丞
を
大
将
と
す
る
追
討
軍
は
、

一
制
使
衆
を
破
っ
て

根
拠
地
の

一
つ
で
あ
る
須
知
城
を
落
城
さ
せ
、
能
も
っ
て
い
た
一
撲
衆

（無
足
衆
）

の
張
本
で
も
あ
っ
た
須
知
氏
を
没
落
さ
せ
て
い
る
。
こ
う
し
て
九
月
よ
り
始
ま

つ

た

一
授
は
鎮
静
化
し
た
か
に
み
え
た
が
、
翌
年
に
な
っ
て
も
そ
の
活
動
は
収
ま
っ

，．、降、、

。

守、h
v
ゃれ
d
l
v

車
型

「今
日
丹
波
国
人
し
う
ち
と
云
者
、
京
兆
御
前
衆
也
、
就
国
儀
為
屋
形
被
生
涯

也」

。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
延
徳
二
年

二
四
九
O
）
五
月
、
細
川
政
元
は
、

挨
張
本
の

一
人
で
あ
る
須
知
氏
を
殺
害
し
て
い
る
。
須
知
氏
は
政
元
の
御
前
衆
と

し
て
近
侍
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
丹
波
固
に
お
い
て
一
摸
張
本
と
し
て
活

動
し
た
こ
と
が
株
伐
に
つ
な
が

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
丹
波

一
授
は
衰
え

《－m宰

ず
、
六
月
二
八
日
に
は
「
今
朝
上
原
豊
前
守
丹
州
出
陣
、
巻
数
遺
之
、
安
楽
河
－

A

斎
ザ

A

元
有
V

（相｝

O
藤
々
兵
衛
以
下
出
陣
云
々
」
と
あ
る
よ
う
に
、
上
原
賢
家
を
は
じ
め
、
荒
川
民

部
丞
、
そ
し
て
京
兆
家
奉
行
人
斎
藤
元
右
ま
で
が
丹
波
へ
向
け
出
陣
し
て
い
る
。

そ
し
て
七
月
四
日
、
大
規
模
な
戦
闘
が
行
わ
れ
た
。

【上
鼠
E
買
家
》

此
日
於
丹
波
有
大
合
戦
、
物
部
豊
前
守
為
大
将
攻
一
田
城
、
々
七
ケ
所
有
之
、

此
城
者
外
城
也
、
攻
衆
百
余
人
被
討
、
手
負
五
百
余
人
有
之
、
城
衆
亦
五
六

人
打
死
、
此
内
須
知
源
三
弟
又
打
死
失

上
原
賢
家
ら
は
今
度
は
須
知
城
で
は
な
く
、
何
鹿
郡
に
あ
る
位
田
城
を
攻
め
た
。
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先
に
見
た
氷
上
郡
多
利
村
へ
の
禁
制
が
示
し
た
よ
う
に
、

一
授
は
船
井
郡
だ
け
で

は
な
く
何
鹿
郡
ま
で
拡
大
し
、
こ
こ
に
そ
の
本
拠
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
細
見
末
雄
氏
に
よ
っ
て
、
こ
の
位
田
城
城
主
は
荻
野
氏
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
度
の
戦
闘
で
は
、
上
原
賢
家
が
大
将
と
し
て
攻
め
た
城
は
七

ケ
所
あ
り
、
守
護
方
は
百
名
余
り
の
戦
死
者
と
五
百
名
あ
ま
り
の
負
傷
者
を
出
す

な
ど
、
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
城
の
守
衆
で
戦
死
し
た
者
に
須
知
源
三

の
弟
の
名
が
見
え
、
昨
年
落
城
し
た
須
知
城
に
い
た
須
知
氏
勢
力
も
合
力
し
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
戦
闘
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
同
年
八
月
次
の
よ
う
な
知
ら
せ
が
届
い
て
い
る
。

斎
前
内
国
主
計
楽
云
、
週
来
在
丹
州
陣
、
昨
日
帰
洛
、
敵
陣
不
可
久
保
、
摂

州
丹
後
勢
等
加
国
中
之
勢
図
敵
城
、
止
水
手
、
来
月
中
必
々
可
敗
続
云
々
、



位
田
檎
須
知
榔
等
見
之
、
城
中
小
勢
也
、
難
然
力
攻
事
者
不
可
成
云
々
、

攻
城
箪
に
加
わ
っ
て
い
た
内
田
主
計
は
、
摂
津

・
丹
後
の
軍
勢
を
加
え
て
城
を

囲
い
、
水
手
を
断
つ
な
ど
し
て
攻
撃
し
て
い
る
の
で
、
来
月
中
に
は
落
城
さ
せ
る

だ
ろ
う
。
位
田
城
や
須
知
城
に
敵
は
能
も
っ
て
い
る
が
、
少
勢
で
あ
る
。
但
し
力

攻
め
は
し
な
い
、
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
の
ち
も
戦
闘
状
態
は
継
続
し
た
ら
し
い
。
延
徳
四
年
（

一
四
九

二
）
三
月

一
四
日
、
細
川
政
元
は
、
騎
馬
衆
十
騎
、
上
原
元
秀
を
は
じ
め
、
秋
庭
元

重
ら
有
力
内
衆
と
と
も
に
出
陣
し
て
い
る
。
勃
発
か
ら
三
年
余
り
た
っ
て
も
、
咋寸

誕
方
は
丹
波
圏
内
に
展
開
す
る
一
撲
を
完
全
に
は
討
伐
で
き
て
い
な
い
。
同
年
五

月
に
は
「
今
度
丹
州
牢
人
山
上
仁
構
小
屋
、
就
其
不
調
権
門
不
入
之
在
所
、
可
出

面
州
政
皐

（

柑
｝

人
足
由
、
屋
形
奉
書
在
之
、
重
可
申
由
申
遣
者
也
、

」
と
あ
る
よ
う
に
、
牢
人
等

（
一
授
衆
）
は
山
上
に
小
屋

（城
郭
）
を
構
え
、
政
元
方
と
対
峠
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
激
し
く
守
護
細
川
氏
方
に
対
抗
し
た
丹
波

一
撲
で
あ
る
が
、
改
元
し

て
明
応
元
年

（一

四
九
二）

九
月
、
北
野
社
に
次
の
よ
う
な
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
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丹
波
国
牢
人
没
落
、
殊
大
将
分
荻
野
十
郎
左
衛
門
尉
父
其
外
随
分
者
共
討
死
、

A

よ
原
－
x，
｝

｛
相
）

頚
八
上
云
々
、
同
神
六
方
今
日
上
洛
也
、

丹
波
国

一
授
は
没
落
し
、
そ
の
大
将
分
で
あ
っ
た
荻
野
十
郎
左
衛
門
尉
の
父
な

ど
が
討
ち
死
に
し
た
と
あ
る
。
そ
し
て
長
く
こ
の
戦
闘
に
か
か
わ
っ
た
上
原
元
秀

は
よ
う
や
く
上
洛
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
延
徳
四
年

（
明
応
元
年
）
の
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
聞
に

一
授
方
は
崩

れ
、
没
落
し
た
。
こ
の
時
期

一
授
方
の
大
将
は
荻
野
氏
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
丹
波

守
護
代
を
務
め
、
初
期
室
町
幕
府
の
丹
波
国
経
営
の
一
翼
を
担
っ
た
荻
野
氏
は
、

一
五
世
紀
末
期
に
至
り
、
守
護
細
川
氏
の
分
国
経
営
に
反
し
、

一
撰
衆
の
張
本
と

し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
の
荻
野
氏
の

一
族
と
思
わ
れ
る
荻

野
次
郎
左
衛
門
尉
父
子
が
、
翌
明
応
二
年

（
一
四
九
一二）一
一一月
、
政
元
に
よ
っ
て
殺
害

〔印）

さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は

「近
年
殊
取
持
者
也
」

｛政
元
に
近
侍
し
て
い
た
者
）
で

あ
っ
た
の
に
、
そ
の
彼
ら
が
抹
殺
さ
れ
た
こ
と
は
、
政
元
が

一
授
の
発
生
に
よ

っ

て
蒙
っ
た
分
国
経
営
や
細
川
氏
権
力
の
維
持
の
困
難
さ
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。

（

2
）
波
多
野
氏
の
地
減
権
力
化

ー
，
波
多
野
氏
と
丹
波
国

今
谷
明
氏
は
、

『看
聞
御
記
」
嘉
吉
三
年

（
一
四
四
一ニ）一一
月
二
八
日
条
に
「
奉

行
三
人
波
多
野
、

二
階
堂
、
飯
尾
肥
前
入
道
被
遣
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

五
世
紀
中
葉
以
前
か
ら
波
多
野
氏
が
室
町
幕
府
奉
行
人
で
あ
っ
た
と
し
た
。
そ
し

て
丹
波
の
波
多
野
氏
は
飯
尾
氏
や
斎
藤
氏
と
同
様
、
文
筆
能
力
を
買
わ
れ
て
、
こ

の
幕
府
奉
行
人

一
族
か
ら
細
川
氏
権
力
に
採
用
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

し
か
し
波
多
野
氏
に
は
い
く
つ
か
の
系
統
が
あ
る
。
幕
府
奉
行
人
波
多
野
氏
は

湯
山
学
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
越
前
波
多
野
氏
の
系
譜
を
引
き
、
丹
波
で
活
動
し

た
波
多
野
氏
と
は
系
統
が
異
な
る
。
こ
の
の
ち
丹
波
で
活
動
す
る
の
は
丹
波
波
多

野
氏
で
あ
り
、
そ
の
系
譜
に
連
な
る
秀
久
が
祖
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
細
川
氏
奉
行

人
波
多
野
氏
と
考
え
ら
れ
る
。
細
川
氏
奉
行
人
と
し
て
の
波
多
野
氏
の
事
跡
は
、

次
の
史
料
か
ら
見
い
だ
せ
砲
。

丹
波
国
船
井
郡
内
中
沢
孫
次
郎
知
行
分
八
木
広
瀬
下
地
内
弐
町
九
段
品
川
歩
土

貢
米
弐
十
石
事
、
為
山
門
日
吉
社
彼
岸
科
所
永
代
買
得
之
上
者
、
諸
役
等
事
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研究論文

毎
年
被
免
除
誌
、
早
全
知
行
可
被
専
神
役
之
由
也
、
の
執
達
如
件
、

＝
四
七
二

文
明
三

同
人
月
十
日

秀
久
（
判
）

松
梅
院
雑
掌

こ
の
他
、
波
多
野
秀
久
は
、
文
明
一

二
年
（
一
凶
八
O
）

宛
に
多
国
荘
段
銭
の
寄
進
、
同

一
四
年
七
月
に
高
橋
三
郎
宛
に
摂
津
採
鋼
所
年
貢

（臼
）

請
の
宛
行
な
ど
に
か
か
わ
る
奉
書
を
発
給
し
て
い
る
が
、
文
明
一
八
年
（
一
四
人

一一一
月
に
多
田
院
雑
掌

六
）
七
月
、
守
護
代
上
原
元
秀
宛
の
北
野
社
領
船
井
荘
安
堵
の
奉
蓄
を
最
後
に
奉
行

人
と
し
て
の
文
書
発
給
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
方
丹
波
国
人
波
多
野
氏
に
つ
い
て
は
、
月
船
寿
柱
が
波
多
野
清
秀
の
嗣
子
元

清
の
要
請
に
よ
っ
て
清
秀
の
肖
像
に
書
い
た
賛
に
、
石
見
国
士
口
見
氏
を
祖
と
し
、

清
秀
時
に
細
川
勝
元
に
仕
え
、

の
ち
母
方
の
波
多
野
姓
を
名
乗
り
、
応
仁
文
明
の

乱
の
時
に
戦
功
を
あ
げ
、
政
元
期
に
多
紀
郡
に
入
っ
た
と
さ
れ
て
い
話
。
こ
の
清

秀
は
文
明
一
七
年

（
一
四
人
五
）
、
大
芋
荘
押
領
停
止
を
命
じ
る
守
護
代
上
原
元
秀

遵
行
状
の
宛
所
と
な
っ
て
い
る
。

（多
紀
お）

（

大

）

（

サ
V

当
郡
太
芋
社
代
官
職
之
事
、
被
返
付
誌
、
早
任
去
年
十
二
月
口
九
日
御
奉
書

A

光
信
｝

A

代
｝

旨
、
可
被
沙
汰
付
土
佐
左
近
将
監
口
者
也
、
仰
状
如
件
、

文
明
十
七

（上
原
）

二
月
十

一
日

元
秀

（花押）

《清
秀
｝

（田

波
多
野
孫
右
衛
門
尉
殿

清
秀
は
こ
の
遵
行
状
を
請
け
て
打
渡
を
行
っ
て
い
約
。
清
秀
は
、
多
紀
郡
に
お

け
る
小
守
護
代
と
し
て
編
成
さ
れ
、
現
地
で
守
護
権
に
連
な
る
存
在
で
あ
っ
た
。

た－~青
りさ秀

大っ
工ぃ
職て
には
つい

~ r 
墜 ζ

在主
同議
ユ；だ
見が

芝竪
~ ! 
fト R只εg霊
丹国
波竪
の I珂
み荘
なへ
ら関
ず与

し

他
地
域
に
お
い
て
も
積
極
的
な
活
動
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

清
秀
が
圏
内
拠
点
と
し
た
の
は
、
多
紀
郡
の
高
城
山
か
ら
南
西
の
尾
根
筋
に
築

（曲
）

か
れ
た
奥
谷
城
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
辺
り
は
八
上
と
呼
称
さ
れ
る
地
域
で
あ
る
。

永
享
年
間
（

一
四
二
九
1
四
一
）
に
は
、
守
護
代
内
藤
氏
の
も
と
で
東
寺
領
大
山
荘

な
ど
の
年
貢
が
集
積
さ
れ
て
い
る
。
奥
谷
城
を
擁
す
る
八
上
は
、
少
な
く
と
も
多

紀
郡
の
郡
庁
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
場
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

先
の
細
川
氏
奉
行
人
秀
久
と
、
こ
の
清
秀
と
の
関
係
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、

両
者
は

「秀
」
字
を
通
字
と
す
る
こ
と
か
ら
も
同
族
別
家
で
あ
ろ
う
。
文
明

一
八

年
以
降
、
細
川
氏
奉
行
人
で
あ
る
波
多
野
氏
の
姿
が
見
え
な
く
な
る
こ
と
は
、
応

一78-

仁
文
明
の
乱
以
後
波
多
野
氏
は
丹
波
に
下
向
し
、
地
域
権
力
化
の
道
を
追
求
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
清
秀
は
細
川
政
元
内
衆
と
し
て
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
内
衆
を

務
め
て
い
た
者
が
地
域
権
力
化
す
る
事
例
は
他
の
分
国
で
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
備
中
庄
氏
は
、
細
川
氏
内
衆
（
非
評
定
衆
）
と
し
て
活
動
し
て
い
た
が
、
本
領
備

中
国
に
戻
り
、
守
護
代
な
ど
を
務
め
て
い
た
こ
と
を
背
景
に
地
域
権
力
と
し
て
自

立
化
し
た
。
さ
ら
に
細
川
氏
自
身
も
野
州
家
は
備
中
国
浅
口
郡
の
分
郡
知
行
を
基

盤
に
権
力
化
し
、
細
川
氏
と
し
て
で
は
な
く
、
戦
国
期
大
名
権
力
で
あ
る
毛
利
氏

に
編
成
さ
れ
る
こ
と
で
そ
の
命
脈
を
保
っ
た
。
丹
波
国
波
多
野
氏
に
関
し
て
い
え

ば
、
地
域
権
力
化
し
た
理
由
は
ど
こ
に
求
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、

波
多
野
氏
が
自
立
化
し
、
そ
の
う
え
で
幕
府
・
守
護
権
力
を
相
対
化
す
る
動
向
を



検
討
す
る
。

2
，
波
多
野
氏
の
展
開

波
多
野
清
秀
が
丹
波
に
お
け
る
波
多
野
氏
の
初
動
と
す
れ
ば
、
そ
の
嗣
子
元
清

以
降
、
丹
波
波
多
野
氏
が
本
格
的
に
展
開
す
る
と
い
え
よ
う
。
清
秀
が
死
亡
し
た

〈臼｝

の
は
永
正
元
年
（
一
五
O
四
）
と
さ
れ
る
。
そ
の
跡
を
継
い
だ
元
清
は
、
細
川
氏
の

内
証
に
か
か
わ
る
こ
と
で
成
長
す
る
。
永
正
四
年
（
一

五
O
七
）
の
細
川
政
元
暗
殺

事
件
の
の
ち
、
澄
之
を
追
討
し
て
京
兆
家
当
主
に
就
任
し
た
の
は
澄
元
で
あ
る
。

『瓦
林
政
頼
記
』
永
正
四
年
の
項
に
よ
れ
ば
、
元
消
は
こ
の
澄
元
に
京
都
村
雲
の

自
邸
を
提
供
し
て
い
る
。
し
か
し
翌
永
正
五
年
（

一
五
O
八
）
元
清
は
澄
元
か
ら
離

れ
、
守
護
代
内
藤
貞
正
・
秋
庭
元
実
・
香
川
元
房
・
薬
師
寺
元
房
ら
内
衆
と
と
も
に

｛制
｝

高
田
方
に
属
し
、
の
ち
細
川
高
国
が
京
兆
家
当
主
と
な
る
契
機
と
な
っ
た
。

こ
の
永
正
五
年
、
元
清
は
周
辺
地
域
に
向
け
て
勢
力
拡
大
を
図
る
。
同
年
六
月

に
は
多
紀
郡
酒
井
合
戦
に
お
い
て
波
々
伯
部
大
和
守

・
同
民
部
丞
ら
と
と
も
に
戦

（伍
｝

ぃ
、
細
川
高
固
か
ら
の
感
状
を
得
て
い
る
。
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｛師
｝

ま
た
、
同
年
七
月
の
「
大
山
荘

一
院
谷
百
姓
等
申
状
」
に

「（
前
略
）
抑
今
度
中

言
ル嗣｝

｛－一

泊
）

沢
日
向
守
就
討
死
儀
、
当
庄
事
、
代
官
職
波
多
野
殿
打
取
ニ
御
成
敗
候
ハ
ん
す
る

由
申
候
（
後
略
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
清
は
大
山
荘
の
代
官
職
を
押
領
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
さ
ら
に
先
の
酒
井
合
戦
と
同
様
に
、
福
徳
賞
寺
合
戦
に
お
け
る
戦
功

に
つ

い
て
の
高
国
感
状
を
波
々
伯
部
大
和
守
に
取
り
次
ぐ
な
ど
、
高
国
方
与
党
と

し
て
の
行
動
を
見
出
す
事
が
で
き
る
。
ま
た

一
O
月
に
は
船
井
郡
上
村
荘
の
代
官

｛四国
）

職
を
獲
得
し
て
い
る
。

元
消
は
弟
元
盛
に
内
衆
香
西
氏
、
末
弟
賢
治
に
大
和
国
衆
柳
本
氏
を
継
が
せ
、

兄
弟
を
高
国
権
力
の
中
枢
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
細
川
氏
権
力
内
部
で
の

地
位
を
確
た
る
も
の
と
し
て
。
高
国
は
、
澄
之

・
澄
元
に
よ
る
京
兆
家
後
継
者
の

内
証
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
細
川
氏
権
力
を
支
え
て
い
た
内
衆
の
多
く
が
没
落
し
た

こ
と
も
あ
り
、
新
た
な
権
力
基
盤
を
構
成
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
幕
府
内

で
は
大
内
義
輿
と
の
連
合
に
よ
り
政
務
運
営
を
図
っ
た
が
、
波
多
野
兄
弟
を
活
用

す
る
こ
と
で
自
ら
の
権
力
基
盤
の
強
化
を
図
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
高
国
与
党
と
し
て
の
地
位
を
確
保
し
た
波
多
野
元
消
で
あ
る
が
、

大
永
六
年

（一

五
二
六
）

、
細
川
安
賢

（問
国
弟
）
の
識
言
に
よ
り
、
香
西
元
盛
が
高

国
に
殺
害
さ
れ
る
。
こ
の
処
遇
に
不
満
を
も
っ
た
元
情
と
柳
本
賢
治
は
、
高
国
方

を
離
れ
、
高
固
と
対
立
し
て
い
た
晴
元
に
属
し
て
挙
兵
す
る
。

Aa悶
a
－

今
度
於
丹
州
神
尾
合
戦
之
時
、
別
而
抽
粉
骨
之
白
誠
神
妙
候
、
弥
忠
節
肝
要

肩
聖

候
、
猶
可
竹
軒
可
被
申
也
、
謹
言

｛大
永
六
年
｝

正
月
十
四
日

」ーーノ、両

郎2

波
多
野
次
郎
と
の
へ

神
尾こ
口れ
合は

警桑
閲 回
す郡
る神
感塵
状 ';:I
は 口1

百？
5話
出 ＂＇（：：

1き
て名
守（晴
ソ、Z9元ヲ、、
戦 ち
況の
が感
継状
続で
しあ
てるg
u、 。

た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
後
大
永
六
年

一一

月
に
な
っ
て
氷
上
郡
黒
井
城
の
赤
井
氏
が
賢
治
方
に
加

わ
っ
た
こ
と
で
、
高
国
方
の
包
囲
網
は
崩
れ
る
。

「足
利
季
世
記
』
に
は
、

ー「

同

晦
日
ニ
赤
井
五
郎
近
国
ノ
勢
ヲ
催
、ン
、
一一
一千
余
人
柳
本
カ
後
詰
ノ
為
メ
ニ
出
張
ス
、

京
方
十
三
頭
ノ
勢
ヲ
分
テ
赤
井
衆
ト
合
戦
シ
、
京
方
打
負
ケ
三
百
余
人
討
死
ス
」

と
あ
っ
て
、
赤
井
氏
の
合
力
が
賢
治
方
を
優
勢
に
導
い
て
い
る
。
さ
ら
に

「
二
水
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記
』
に
は

「十

一
月
十
八
日
、
早
朝
柳
本
・
波
多
野
・
赤
井
等
数
千
人
入
洛
、
即

陣
下
京
法
華
堂
」
と
あ
っ
て
、
高
国
方
を
破
っ
た
柳
本
・
波
多
野
・
赤
井
等
数
千

人
が
入
浴
し
、
下
京
法
華
堂
に
陣
を
張
っ
て
い
る
。
入
京
し
た
元
清
は
同
年
十
二

月
、
離
宮
八
幡
宮
に
禁
制
を
発
給
し
て
い
る
。

大
永
七
年
（

一
五
二
七
）
一
一
月
、
波
多
野
元
消
・
柳
本
賢
治
兄
弟
は
京
都
桂
川
で

高
国
方
を
破
っ
て
将
軍
足
利
義
晴
と
高
固
を
追
放
、
細
川
晴
元
の
権
力
化
に
道
を

聞
い
た
。
丹
波
勢
が
大
挙
入
京
す
る
事
態
を
受
け
、
高
国
方
の
武
家
は
も
ち
ろ
ん
、

多
く
の
公
家
が
京
を
逃
れ
て
い
る
。
賢
治
と
、
元
清
の
息
秀
忠
は
上
賀
茂
社
に
対

し
て
禁
制
を
発
給
す
る
な
ど
、
京
都
で
積
極
的
に
活
動
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
波
多
野
氏
は
、
丹
波
囲
内
の
有
力
勢
力
と
い
う
地
位
を
超
越
し
、

京
中
へ
の
施
政
を
も
実
行
し
う
る
存
在
に
な
っ
た
。
守
護
細
川
氏
の
分
国
支
配
に

連
な
る
こ
と
で
、
丹
波
圏
内
で
勢
力
拡
大
の
基
盤
を
得
た
波
多
野
氏
は
、
細
川
氏

の
内
証
に
連
動
し
、
さ
ら
に
そ
の
勢
力
を
伸
ば
す
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

高
国
権
力
へ
の
接
近
と
そ
の
後
の
離
脱
、
晴
元
権
力
へ
の
合
力
な
ど
、
細
川
氏
権

力
の
動
静
を
左
右
す
る
存
在
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
こ
の
時
点
で
は
、

い
ま
だ
晴
元
を
奉
じ
て
お
り
、
完
全
に
自
立
し
た
権
力
、
守
護
権
を
相
対
化
す
る

権
力
と
は
評
価
し
が
た
い
。

し
か
し
元
清
に
代
わ
っ
て
波
多
野
氏
の
家
督
を
継
い
だ
秀
忠
は
、
反
晴
元
の
立

場
を
と
る
。
秀
忠
の
父
元
清
や
そ
の
弟
柳
本
賢
治
は
晴
元
方
と
し
て
戦
っ
て
い
た

が
、
高
国
方
の
攻
勢
に
よ
り
討
死
す
る
。
晴
元
方
の
窮
地
を
救
っ
た
の
は
三
好
元

長
で
あ
る
。
元
長
は
波
多
野
氏
兄
弟
と
の
確
執
に
よ
り
本
閏
阿
波
に
帰
国
し
て
い

た
が
、
畿
内
に
入
っ
て
高
国
方
を
攻
め
、
享
禄
四
年

（一

五
一三
）
六
月
、
尼
崎
大

物
で
高
固
を
敗
死
さ
せ
た
。
波
多
野
秀
忠
は
、
そ
れ
ま
で
の
三
好
氏
と
の
対
立
関

係
か
ら
反
晴
元
の
立
場
に
立
ち
、
高
国
弟
の
晴
国
に
属
し
、
晴
元
方
と
戦
闘
を
繰

り
返
す
よ
う
に
な
る
。

天
文
三
年

（
一
五
三
四
）
、
秀
忠
は
次
の
判
物
を
発
給
す
る
。

舟
井
郡
々
代
職
事
申
付
候
、
守
憲
法
旨
、
専
政
道
諸
役
令
勤
仕
、
可
被
全
領

知
之
状
如
件
、

与量
兵ま 天
衛言七文
尉）月三
殿二

日

｛
渡
多
野
｝

秀
忠

（花
押
）

一
般
に
判
物
は
、
独
自
の
家
中
と
支
配
領
域
を
持
ち
、
自
立
す
る
に
至
っ
た
発

給
者
に
よ
っ
て
、
支
配
権
を
行
使
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
は
、
船
井

nu 
oo 

郡
郡
代
を
申
し
付
け
、

「憲
法
」
を
守
っ
て
諸
役
を
勤
仕
す
る
よ
う
命
じ
た
判
物

を
発
給
し
た
秀
忠
は
、

一
郡
規
模
の
領
域
支
配
者
と
し
て
自
立
化
し
た
と
考
え
て

も
よ
か
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
判
物
が
発
給
さ
れ
た
天
文
三
年
の
前
年

（
天
文
二
年
）
の

「祇
園

「廿
六
日
、

今
日
高
雄
栂
尾
ヘ
ム

執
行
日
記
』
天
文
二
年
五
月
二
六
日
条
に
は
、

（細
川
醜
図
）

ケ
テ
、
八
郎
衆
三
千
計
二
テ
出
候
由
申
候
、
今
八
郎
ハ
丹
波
ニ
居
ラ
レ
候
由
申
候
、

《
秀
忠
V

中
比
丹
波
ノ
波
多
野
ハ
敵
ニ
テ
候
ツ
ル
ガ
、
今
悉
皆
八
郎
ヲ
取
立
ル
林
ニ
テ
候
」

と
あ
る
。
こ
の
日
高
尾
栂
尾
に
出
兵
し
た
三
千
ば
か
り
の
晴
国
方
に
加
わ
っ
て
い

る
波
多
野
秀
忠
は
、
か
つ
て
は
敵
対
し
て
い
た
が
、
現
在
は
再
び
晴
元
方
に
属
し

て
い
る
。
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
に
は
波
多
野
秀
忠
が
、
船
井
郡
桐
野
河
内
御
料

所
を
伊
勢
兵
庫
助
代
に
引
き
渡
す
よ
う
、
荒
木
清
長
に
遊
行
し
て
い
る
。
こ
の
遵



行
行
為
は
、
細
川
京
兆
家
を
継
承
し
、
丹
波
守
護
で
も
あ
っ
た
晴
元
の
守
護
権
に

属
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
判
物
発
給
を
実
現
す
る
自
立
性
を
実
現
し
な
が
ら
も
、

な
お
細
川
氏
守
護
権
に
属
し
て
地
域
支
配
を
行
う
波
多
野
氏
の
存
在
形
態
が
浮
き

彫
り
と
な
る
。
そ
の
こ
と
は

一
授
の
終
結
や
自
ら
が
属
し
て
い
た
晴
国
の
死
亡
に

伴
い
、
晴
元
方
に
属
し
直
し
た
と
評
価
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
と
は
い
え
、
波

多
野
氏
は
、
ぜ
ん
た
い
と
し
て
守
護
か
ら
の
自
立
化
・
相
対
化
を
志
向
し
て
い
る

と
い
え
る
。

公
方
御
料
所
丹
州
桐
野
河
内
弁
美
濃
回
保
等
事
、
守
護
使
不
入
段
、
難
事
旧
、

【治
2
R
V

動
企
新
儀
、
不
可
然
旨
、
度
々
被
仰
処
、
剰
今
度
号
牛
別
、
荒
木
新
兵
衛
尉

入
謎
賀
使
云
々
、
言
語
道
断
次
第
也
、
所
詮
不
移
時
目
、
可
被
止
彼
催
促
之

由
候
也
、
の
執
達
知
件
、

天
文
十

五
波月
多十
野 三
備A 目
前2
可ふ

殿完

長5
隆

室町幕府一守護体制下の分国支配構造〔古野〕

右
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
天
文
一

O
年
（
一
五
四
こ
、
桐
野
河
内
御
料
所
な
ど
に

対
し
、
波
多
野
秀
忠
配
下
の
荒
木
清
長
が
誼
責
使
を
入
れ
、
押
領
し
て
い
る
。
波

多
野
氏
が
よ
り
自
立
化
傾
向
を
強
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
こ
ろ
波
多
野
秀
忠
は
丹
波
国
の
み
な
ら
ず
、
洛
外
諸
地
域
の
幕
府
御
料
所

や
荘
園
を
押
領
し
、
地
域
支
配
の
基
盤
と
し
て
い
た
。
細
見
末
雄
氏
の
整
理
に
よ

れ
ば
、
丹
波
国
大
芋
社
領
、
幕
府
御
料
所
桐
野
河
内
村
・
美
濃
田
保
・
進
士
美
作

守
知
行
分
、
相
国
寺
普
広
寺
領
入
木
志
万
村
、
国
分
寺
地
頭
職
、
北
野
社
社
務
領

西
京
上
下
役
本
役
分
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
天
田
郡
に
勢
力
を
持
っ
て
い
た
細
見
氏

と
の
問
に
、
郡
内
路
次
の
通
行
を
整
え
て
い
る
な
ど
、
周
辺
諸
勢
力
と
良
好
な
関

（

η｝
 

係
を
築
い
て
い
る
。
こ
う
し
て
波
多
野
秀
忠
は
、
細
川
京
兆
家
被
官
で
あ
り
な
が

｛褐）

「
丹
波
守
護
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
実
力
を
丹
波
圏
内
に
確
立
し
た
の
で

らあ
る
。

秀
忠
は
天
文
九
年
（
一
五
四
O
）
、
娘
を
三
好
長
慶
に
嫁
が
せ
て
い
碕
。
長
慶
は

三
好
元
長
の
子
息
で
、
当
時
摂
津
守
護
代
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
波
多
野
氏
は
三

好
氏
と
対
立
し
て
い
た
が
、
こ
の
結
婚
を
契
機
と
し
て
天
文
一

O
年
の
摂
津
一
庫

（船
）

城
攻
め
や
、
同

一
四
年
の
丹
波
関
城
攻
め
な
ど
、
晴
元
権
力
の
も
と
で
協
力
し
て

行
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

戸
長
崎
帳
）

木
沢
左
京
亮
謀
叛
条
、
加
退
治
之
旨
、
先
番
申
候
、
既
上
山
城
衆
立
色
上
者
、

急
度
被
成
其
動
、
別
而
馳
走
可
為
快
然
候
、
於
遅
々
之
者
、
不
可
有
其
曲
候
、

｛袋－E

V

A

－，av

猶
三
好
孫
次
郎
・
波
多
野
備
前
守
令
申
候
、
恐
々
謹
言
、

A

夫
文
－

0
・
守
｝

A

・
川
｝

十

月

十

六

日

晴

元

（

花

押

）

曜
鳩
山
殿

右
の
史
料
に
み
え
る
よ
う
に
、
波
多
野
秀
忠
と
三
好
長
慶
が
晴
元
の
意
を
泰
じ

（腿
）

て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
が
晴
元
権
力
の
も
と
で
内
衆
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。
こ
の
段
階
の
晴
元
権
力
は
、
京
兆
家
分
国
で
あ
る
丹
波
・
摂
津
国
の
守

護
代
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

｛飼
）

秀
忠
は
天
文

一
五
年
（
一
五
四
六
）
に
京
都
広
隆
寺
宛
に
禁
制
を
発
給
し
て
い
る
。

丹
波
だ
け
で
は
な
く
、
京
都
へ
の
一
定
の
影
響
力
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
が
、
こ
れ
が
秀
忠
の
活
動
を
確
認
で
き
る
最
後
の
史
料
で
あ
る
。
天
文
一
七
年

ご
五
四
人
）
に
は
波
多
野
代
替
わ
り
の
御
礼
が
朝
廷
へ
届
い
て
お
問
、
波
多
野
氏
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の
家
督
は
秀
忠
か
ら
元
秀
に
交
代
し
た
。

天
文
一
六
年
（

一
五
四
七
）
、
細
川
晴
元
は
河
内
守
護
畠
山
政
国

・
同
守
護
代
遊

佐
長
教
と
摂
津
舎
利
寺
で
合
戦
に
及
ん
だ
。
こ
の
合
戦
の
の
ち
、
三
好
長
慶
は
晴

元
と
対
立
す
る
。
長
慶
は
波
多
野
秀
忠
の
娘
を
離
縁
し
、
遊
佐
長
教
の
娘
と
結
婚

し
、
遊
佐
氏
の
後
援
の
も
と
、
晴
元
と
対
立
す
る
。
そ
し
て
天
文
一
八
年
（
一
五
四

九
）
、
晴
元
方
で
あ
っ
た
三
好
政
長
を
攻
め
（
江
口
合
戦
）
、
将
軍
足
利
義
藤

（義

輝
）
ら
と
あ
わ
せ
晴
元
を
近
江
へ
逐
っ
た
。

将
軍
や
幕
府
、
守
護
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
中
央
政
界
の
裏
付
け
と
な
っ
て
い
た

存
在
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
長
慶
の
権
力
化
は
実
現
し
た
。
い
か
に
有
力
な
存
在

と
な
ろ
う
と
も
室
町
幕
府
守
護
体
制
の
枠
組
み
を
否
定
し
な
か

っ
た
細
川
氏
と

は
、
権
力
と
し
て
の
段
階
が
明
ら
か
に
異
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
三
好
氏
の
権
力
化
を
受
け
て
、
代
替
わ
り
聞
も
な
い
元
秀
は
、
反
長
慶
勢

力
の
核
と
し
て
長
慶
と
戦
う
こ
と
に
な
る
。
元
秀
の
行
動
は
、
す
で
に
細
川
氏
が

守
護
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
得
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
守
護
権
に
連
な
る
も

の
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
来
丹
波
守
護
代
で
あ
っ
た
内
藤
氏
と
波
多

野
氏
の
い
ず
れ
が
当
該
期

（
天
文
年
間
）

の
守
護
代
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
議

（
酪
）

論
が
あ
る
。
丹
波
守
護
細
川
晴
元
の
も
と
に
編
成
さ
れ
て
遵
行
を
行
い
つ
つ
、
判

物
発
給
も
行
っ
て
い
た
波
多
野
氏
は
、
守
護
権
へ
の
結
合
と
自
立
し
た
地
域
権
力

と
い
う
両
側
面
を
持
っ
て
い
た
が
、
天
文

一
八
年
の
細
川
氏
没
落
を
契
機
に
、
地

域
権
力
と
し
て
自
立
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
以
後
、
波
多
野
氏

が
晴
元
ら
を
奉
じ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
地
域
権
力
を
保
証
す
る
存
在
と

し
て
で
あ
り
、
前
代
ま
で
と
は
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の

段
階
に
至
り
、
波
多
野
氏
は
三
好
氏
と
同
様
、
守
護
権
を
相
対
化
し
、
自
立
し
た

権
力
に
な
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

お
わ
り
に

細
川
京
兆
家
の
分
国
で
あ
っ
た
丹
波
国
を
対
象
に
、
室
町
幕
府
｜
守
護
体
制
下

に
お
け
る
守
護
の
分
国
支
配
の
あ
り
方
と
、
そ
の
後
の
変
質
の
意
義
に
つ
い
て
検

討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
丹
波
固
で
は
細
川
氏
が
守
護
と
な
っ
て
以
降
、
国
人

を
守
護
代
に
登
用
す
る
の
で
は
な
く
、
京
兆
家
内
衆
を
守
護
代
と
す
る
、
細
川
氏

固
有
の
分
国
支
配
の
方
法
を
採
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
守
護
権

に
連
な
る
こ
と
で
地
域
支
配
を
行
う
方
途
を
断
た
れ
た
荻
野
氏
ら
は
、
守
護
支
配

を
相
対
化
す
る
運
動
方
向
を
持
ち
、
そ
れ
は
国

一
授
と
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
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一
方
、
細
川
氏
奉
行
人
を
務
め
て
い
た
波
多
野
氏
は
、
奉
行
人
と
し
て
京

都
で
活
動
す
る
の
で
は
な
く
、
八
上
の
地
に
居
を
据
え
、
在
地
で
の
活
動
を
選
ん

だ
。
細
川
京
兆
家
の
内
証
に
よ
り
混
乱
し
た
分
国
支
配
に
乗
じ
、
守
護
権
に
連
な

っ
て
遵
行
を
行
い
つ
つ
も
、
自
ら
判
物
を
発
給
し
う
る
地
域
権
力
化
を
目
指
し
た

の
で
あ
る
。

天
文

一
八
年
（

一
五
四
九
）
の
江
口
の
合
戦
で
細
川
晴
元
を
破
り
、
将
軍
足
利
義

輝
を
追
放
し
た
三
好
長
慶
は
、
将
軍
・
守
護
の
権
威
を
借
り
ず
、
室
町
幕
府
や
幕

府
ー
守
護
体
制
な
ど
を
背
景
と
し
な
い
で
権
力
化
を
遂
げ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
い

っ
た
ん
室
町
幕
府
｜
守
護
体
制
は
解
体
し
、
新
た
な
政
治
秩
序
の
構
築
が
希
求
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
か
つ
て
幕
府
や
守
護
権
に
属
し
て
い
た
勢
力
で
あ
っ
た
丹
波

国
一
撲
や
波
多
野
氏
の
活
動
が
、
こ
う
し
た
状
態
を
も
た
ら
し
た
と
評
価
で
き
る
。



園
内
諸
勢
力
が
幕
府
や
守
護
か
ら
自
立
化
す
る
傾
向
は
他
の
国
や
地
域
で
も
普

遍
的
に
見
ら
れ
る
が
、
も
っ
と
も
幕
府
に
近
く
、
最
後
ま
で
幕
府
｜
守
護
体
制
を

維
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
細
川
氏
分
国
の
丹
波
国
で
、
幕
府
や
守
護
を
積
極
的
に

相
対
化
し
よ
う
と
す
る
動
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
摂
津
や
和
泉
な

ど
の
細
川
氏
分
園
、
細
川
氏
の
影
響
力
が
強
い
山
城
や
河
内
と
い
っ
た
畿
内
近
国

を
中
心
に
国
一
撲
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
強
固
な
分
国
支
配
を

追
求
し
た
細
川
氏
権
力
の
地
域
支
配
上
の
問
題
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

地
域
性
の
問
題
、
権
力
構
造
や
施
策
上
の
問
題
な
ど
個
別
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
細
川
氏
の
支
配
が
共
通
し
て
地
域
社
会
に
も
た
ら
し
た
「
刻
印
」
の

あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
畿
内
以
外
の
地
域
の
諸
勢
力
と
の
比
較
検
討
や
、
三
好
氏

の
活
動
と
織
田
権
力
の
上
洛
と
の
関
係
な
ど
、
天
文
以
降
の
畿
内
政
治
史
と
の
連

関
や
意
義
付
け
に
つ
い
て
は
検
討
出
来
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
も
今
後
の
課
題
と
し

，．、
O

J
J
L
V
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【註
】

（1
）
伊
藤
俊

一
「
中
世
後
期
に
お
け
る

「荘
家
」
と
一
援
」
（
『
日
本
史
研
究
」
三
六
八
、

一
九
九
一二）

、
同
「
中
世
後
期
に
お
け
る

「地
繊
」
の
形
成
と
『
守
護
領
国
』
」
（

「歴

史
学
研
究
』
六
七
四
、

一
九
九
五
）

。

（2
）
古
野
賞

『
中
世
後
期
細
川
氏
の
権
力
構
造
』
（
吉
川
弘
文
館
、

二
O
O八
）。

（3
）
横
尾
図
和

「明
応
の
政
変
と
細
川
氏
内
衆
上
原
元
秀
」

（『
日
本
歴
史
」
四
二
七
、

一
九
八
一ニ）

、
同
「
細
川
氏
内
衆
内
藤
氏
の
動
向
」
（

『図
撃
院
雑
誌
』
八
九
｜

一

一
、
一
九
人
七
）

。

（4
）
細
見
末
雄

「丹
波
史
を
探
る
』

（神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
、

一
九
八
八
）

。

（5
）
八
上
城
研
究
会
編

「戦
国
・
織
豊
期
城
郭
論
」

（
和
泉
啓
院
、
二
O
O
O）
、
村
田

修
三
・
仁
木
宏
ほ
か

「八
上
城
・
法
光
寺
城
跡
調
査
報
告
舎
』
（
篠
山
市
教
育
委
員

会
、
ニ
0
0＝
乙
な
ど
。

（
6
）
『
第
一
一
一
回
東
海
考
古
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
岐
阜
大
会
守
滋
所

・
戦
国
城
下
町
を
考
え

る
資
料
集
弐
』
（
守
護
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
＠
岐
阜
研
究
会
、

二
O
O
四
）
な
ど
。

（7
）

『
新
修
亀
岡
市
史
本
文
編
第
二
巻
中
世
後
期

・
近
世
』
（
亀
岡
市
教
育
委
員

会
、
二
O
O
回
）
な
ど
。

（
8
）
今
谷
明
「
室
町

・
戦
閏
期
の
丹
波
守
護
と
土
豪
」
（

『守
護
領
国
支
配
機
構
の
研
究
」

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
）。

（9
）
前
掲
註
（
4
）
細
見
著
書
。

（
m）
『
態
管
記
』
延
文
四
年

一
O
月
一三
日
条
。

（U
）
・
『太
平
記
』
三
九
、
貞
治
二
年
秋
の
記
事
。

（
ロ
）
小
川
信

「足
利

一
門
守
護
発
展
史
の
研
究
』

（吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
O
）。

（
日
）
今
谷
明
「
京
兆
専
制
｜
後
期
幕
府
の
権
力
構
造
｜
」
（

「室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研

究
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
五
）

。

（M
）
設
楽
燕
「
足
利
義
尚
政
権
考
」
（
「
史
学
雑
誌
」
九
六
七
、

一
九
八
五
）
、
同
「
将

軍
足
利
義
材
の
政
務
決
裁
」

（
「
史
学
雑
誌
』

九
八

i
二
、
一
九
八
七
）
、
同
「
将

軍
足
利
義
材
の
没
落
と
将
軍
直
臣
団
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
O
一
、
一
九
八
七
）
、

同
「
将
軍
足
利
義
教
の

『御
前
沙
汰
」
体
制
と
管
領
」
（
『
年
報
中
世
史
研
究
」
一

八、

一
九
九
三）

な
ど
。
小
泉
義
博

「室
町
幕
府
奉
行
人
奉
容
の
宛
所
」

（
『日
本

史
研
究
」
一

六
六
、

一
九
七
六
）

。
鳥
居
和
之
「
応
仁

・
文
明
の
乱
後
の
室
町
幕
府
」

（『
史
学
雑
誌
』
九
六
｜
二
、
一
九
八
七
）。

山
田
康
弘

『戦
国
期
室
町
幕
府
と
将

軍
」
（
吉
川
弘
文
館
、
二
0
0
0
）
な
ど
。

（日
）
今
岡
典
和
・
川
岡
勉
・
矢
田
俊
文
「
戦
国
期
研
究
の
線
題
と
展
望
」

（『
日
本
史
研

究
』
二
七
人
、

一
九
八
五
）
、
家
永
遂
嗣
「
将
軍
権
力
と
大
名
と
の
関
係
を
見
る
視

点」

（『
歴
史
評
論
」
五
七
二
、
一
九
九
七
）
。

（
日
）
前
掲
註
（
2
）
古
野
著
書
。

（
口
）
「
相
国
寺
供
養
記
」
（

「続
群
書
類
従
」
）。

（路
）
前
掲
註
（
辺
）
小
川
箸
令
。
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（
ω）
前
掲
註
（
ロ
）
小
川
著
書
。

（初
）
こ
の
よ
う
な
之
貞
の
活
動
は
、
宝
徳
元
年

（一

四
四
九
）
の
丹
波
奥
郡

一
祭
へ
の
対

応
に
も
見
出
す
事
が
出
来
る
。
『
康
官
記
』
同
年
九
月

一一一一
日
条
に
は
「
丹
波
奥
郡

土

一
挨
鈴
起

（中
略
）
、
丹
波
守
護
代
内
藤
弾
正
念
可
令
下
向
之
由
」
と
あ
っ
て、

丹
波
奥
郡
の

一
授
へ
の
対
応
と
し
て
、
内
藤
弾
正

（之
貞
）
が
急
ぎ
下
向
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

（
幻
）
前
掲
註
（
2
）
古
野
著
書
。

（辺
）

「北
野
社
家
日
記
』
延
徳
元
年
一一

月
二
八
日
条
。

（お
）
『
後
法
興
院
政
家
記
』
延
徳
元
年
一

O
月
一
九
日
条
。

（何日
）
前
掲
註
（
4
）
細
見
著
位
。

（お
）
「
荻
野
文
書
」
（
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
六
）
一
。

史
料
年
号
に
は

「
文
応
元

年
」
と
あ
る
が
、
正
元
か
ら
文
応
へ
の
改
元
は
四
月

一
三
日
で
あ
る
の
で
、

『兵
庫

県
史
」
の
註
に
従
い
、
「
文
永
元
年
」
と
す
る
。

（
お
）
「
仁
和
寺
文
書
拾
遺
」。

（幻
）
（
「
太
平
記
』
）

。

（お
）
「
遠
山
家
文
書
」。

（鈎
）
「
土
佐
文
瞥
」。

（鈎
）

「
東
家
文
書
」。

（幻
）

「
安
関
寺
文
書
」
五
一

（
「綾
部
市
史
』
）
。

（m
M
）
今
谷
明
「
延
徳
の
丹
波
国
一
授
」
（

『室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研
究
」
岩
波
書
店
、

一
九
八
五
）。

（お）

『北
野
社
家
日
記
」
延
徳
元
年
九
月
一
六
日
条
。

（
鈍
）
『
北
野
社
家
日
記
』
延
徳
元
年
九
月
一
七
日
条
。

（
お
）
『
北
野
社
家
日
記
』
延
徳
元
年
一
O
月
二
二
日
条
。

（
お
）
『
北
野
社
家
日
記
」
延
徳
元
年

一二
月
九
日
条
。
こ
の
文
書
の
宛
先
と
な
っ
て
い
る

船
井
荘
十
半
口
頭
中
が
ど
の
よ
う
な
組
織
で
、
な
ぜ
守
護
代
上
原
元
秀
が
こ
の
文
書

を
宛
て
た
の
か
は
不
明
。

「宝
鏡
寺
文
書
」
（
『
兵
庫
県ム
皐

史

料
編
中
世
8
）。

『政
党
大
僧
正
記
」
延
徳
元
年
一一一
月
一
五
日
条
。

（
初

出
）

（お）

（ぬ
）
「
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
延
徳
元
年

一二
月

一
六
日
条
。

（
ω）
「
北
野
社
家
日
記
』
延
徳
元
年
一

一一
月
五
日
条
。

（剣
）
『
北
野
社
家
日
記
』
延
徳
元
年
一一
一月
七
日
条
。

（必
）

『
北
野
社
家
日
記
』
延
徳
二
年
五
月

一
四
日
条
。

（必
）
『
北
野
社
家
日
記
」
延
徳
二
年
六
月
二
八
日
粂
。

（H
H
）
『
蔭
涼
軒
目
録
」
延
徳
二
年
七
月
三
日
条
。

（必
）
細
見
末
雄
「
荻
野
氏
と
荻
野
朝
忠
」

（
『
丹
波
史
を
探
る
』

セ
ン
タ
ー
、

一
九
八
人
）。

（必
）

「
蔭
涼
騎
目
録
』
延
徳
二
年
八
月
二
五
日
条
。

（抑制
）

「
蔭
涼
軒
目
録
』
延
徳
四
年
一一一
月

一
四
日
条
。

（川崎
）

「
北
野
社
家
日
記
』
延
徳
四
年
五
月
二
人
目
条
。

（必
）

『
北
野
社
家
日
記
』
明
応
元
年
九
月
五
日
条
。

（印
）

「
北
野
社
家
日
記
』
明
応
二
年
三
月

二
ハ
日
条
。

（日
）
湯
山
学
「
波
多
野
氏
と
波
多
野
庄
｜
興
亡
の
歴
史
を
た
ど
る
｜
』
（
秦
野
郷
土
文
化

会、

一
九
九
六
）
、
前
掲
註
（
5
）
八
上
減
研
究
会
編
『
戦
国
・
織
盛
期
城
郭
論
』

（和
泉
舎
院
、

ニ
0
0
0）。

（臼
）
『
北
野
社
家
日
記
』
永
正
五
年
七
月
六
日
条
所
収
文
書
。

（臼
）

『
多
国
院
文
書
」

ニ。

（日
）

『
摂
津
採
鋼
所
文
書
」。

（
日
）
『
幻
雲
文
集
』
。

（部
）
『
土
佐
家
文
書
」。

（貯
）
『
土
佐
家
文
書
」。

（時
）

『
醍
醐
寺
文
書
」
。

（印
）

『
大
徳
寺
文
書
」。

（
ω）
前
掲
註
（
5
）
八
上
城
研
究
会
編
『
戦
国
・
織
盛
期
城
郭
論
」

（和
泉
役
院
、
二
O

0
0）。

（
臼
）
古
野
貢
「
細
川
氏
内
衆
庄
氏
の
展
開
と
地
域
支
配
」
（
「
年
報
中
世
史
研
究
』一一
七、

二
O
O
二
）
。

（位
）
古
野
貫
「
中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
支
配
権
力
の
転
回
｜
細
川
氏
分
国
備
中
国
を
索

（神
戸
新
開
総
合
出
版

-84-
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材
に
｜
」

（

『

吉

備
地
方
文
化
研
究
』

（臼
）
『
幻
雲
文
集
』

。

（臼
）
『
瓦
林
政
頼
記
』
永
正
五
年
の
項
。

（日
）
「
波
身
伯
都
文
瞥
」
（
『
兵
庫
県
史
」
史
料
編
中
世
三）

（
侃
）
「
東
寺
百
合
文
曾
』
。

（
町
）
「
波
々
伯
部
文
書
」

（
『兵
庫
県
史
」
史
料
編
中
世
一
一
一）一
一。

（
槌
）
『
実
隆
公
記
」
永
正
五
年

一
O
月
二
七
日
条
。

（
印
）
「
波
多
野
家
文
沓
」
（

「兵
庫
県
史
」
史
料
編
中
世
九
）。

（
叩
）
「
波
多
野
家
文
容
」
（

「兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
九
）。

（
η
）
「
離
宮
八
幡
宮
文
俊
」
。

（
η）
「
言
継
卿
記
』
大
永
七
年
二
月
三
日
・
二一
日
・

一
四
日
・

二
ハ
日
条
。

（
η）
「
離
宮
八
幡
宮
文
書
」

。

（刊
）
『
蜂
川
家
文
書
』。

（
符
）
『
悠
川
家
文
舎
』。

（%）

細
見
末
雄

「波
多
野
氏
の
系
譜
と
興
亡
」

（『
丹
波
史
を
採
る
』
神
戸
新
聞
総
合
出

版
セ
ン
タ
ー
、

一
九
八
人
）

。

（
行
）
『
細
見
家
文
書
」。

（
苅
）
「
一
吉
田
継
卿
記
』
天
文
一

一一一
年
六
月
二一一一
日
条
。

（均
）
「
天
文
日
記
」
天
文
九
年

一二
月

一
五
日
条

（『
其
宗
史
料
集
成
」
）。

（
加
）
い
ず
れ
も

「
細
川
両
家
記
」
（

『続
群
書
類
従
』
）
。

（創）

「興
福
院
文
書
』
（
東
大
影
写
本
）

。

（担）

「興
福
院
文
書
』
（
東
大
影
写
本
）
。

（邸
）
「
広
隆
寺
文
書
」
（
東
大
影
写
本
）
。

（
制
）
「
御
湯
殿
上
日
記
』
天
文
一
七
年
八
月
四
日
条
。

（
お
）
前
掲
註

（5
）
八
上
城
研
究
会
編

『戦
国
・
織
盛
期
城
郭
論
』

（和
泉
書
院
、

ニ
O

0
0）
、
前
掲
註
（
8
）
今
谷
明

「室
町
・
戦
国
期
の
丹
波
守
護
と
土
豪
」
（
『
守

護
領
国
支
配
機
構
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
八
六
）
。

一
七、

ニ
O
O七
）。

一。

【追
記
】
本
稿
は
、
第
一
一
回
市
大
日
本
史
学
会
に
お
い
て
、

「細
川
氏
権
力
と
内
衆
｜
分

国
丹
波
を
中
心
に
｜
」
と
題
し
て
行
っ
た
報
告
を
大
闘
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

報
告
前
後
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
仁
木
宏

・
大
村
拓
生

・
成
田
浩
治
の
各
氏
に
は

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。

（都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）

E
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o
 


